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令和５年宇治田原町予算特別委員会 

令和５年３月２０日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

議 事 日 程（第３号） 

 日程第１  議案第 ５号 令和５年度宇治田原町一般会計予算 

              （建設環境課、まちづくり推進課、産業観光課、上下水道 

課所管分） 

 日程第２  議案第 ９号 令和５年度宇治田原町水道事業会計予算 

 日程第３  議案第１０号 令和５年度宇治田原町下水道事業会計予算 

 日程第４  議案第 ５号 令和５年度宇治田原町一般会計予算 

              （教育委員会所管分） 

 

１．出 席 委 員 

      委員長    １０番  原 田 周 一  委員 

      副委員長    ８番  今 西 利 行  委員 

              １番  山 内 実貴子  委員 

              ２番  榎 木 憲 法  委員 

              ３番  馬 場   哉  委員 

              ４番  森 山 高 広  委員 

              ５番  山 本   精  委員 

              ６番  宇佐美 ま り  委員 

              ７番  藤 本 英 樹  委員 

              ９番  上 野 雅 央  委員 

             １２番  浅 田 晃 弘  委員 

 

１．欠 席 委 員     なし 

 

１．宇治田原町議会委員会条例第１８条の規定により会議事件の説明のため出席を求める

ものは次のとおりである。 

町 長 西 谷 信 夫 君 

副 町 長 山 下 康 之 君 
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教 育 長 奥 村 博 已 君 

都 市 整 備 政 策 監 星 野 欽 也 君 

総 務 担 当 理 事 奥 谷  明 君 

建設事業担当理事 垣 内 清 文 君 

教 育 次 長 黒 川  剛 君 

企 画 財 政 課 長 村 山 和 弘 君 

建 設 環 境 課 長 谷 出  智 君 

建設環境課課長補佐 市 川 博 己 君 

まちづくり推進課 

課 長 補 佐 
岡 﨑 一 男 君 

産 業 観 光 課 長 田 村  徹 君 

産業観光課課長補佐 植 村 和 仁 君 

上 下 水 道 課 長 下 岡 浩 喜 君 

上下水道課課長補佐 垣 内 紀 男 君 

上下水道課課長補佐 森 本 崇 嗣 君 

上下水道課課長補佐 石 田 隆 義 君 

学校教育課課長補佐 杉 浦  恒 君 

学校給食共同調理場 

所 長 
木 村 幸 治 君 

社会教育課課長補佐兼

社会教育課長事務代理 
岡 﨑 貴 子 君 

生涯学習推進本部次長 馬 場  浩 君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 矢 野 里 志 君 

庶 務 係 長 重 富 康 宏 君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○委員長（原田周一） 皆さん、改めまして、おはようございます。 

  昨日は日曜日にかかわらず、議員の皆さんにはＪＲ奈良線複線化記念式典参加で早朝

からご苦労さまでございました。 

（「ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ただいま出席の委員は１１名でございます。定足数に達しており

ますので、１７日に引き続き予算特別委員会を再開いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第５号 

○委員長（原田周一） それでは、日程第１、議案第５号、令和５年度宇治田原町一般会

計予算を議題といたします。 

  建設環境課、まちづくり推進課、産業観光課、上下水道課所管分の審査を行います。 

  当局より、新規事業、拡充事業等の主要な施策について概要説明を求めます。垣内建

設事業担当理事。 

○建設事業担当理事（垣内清文） 改めまして、おはようございます。 

  それでは、建設事業に係ります主なものにつきまして、ご説明を申し上げたいと思い

ます。 

  主要事項調書のほうのページを見ていただきながら、ご説明したいと思います。 

  まず、建設環境課所管事業でございます。 

  主要事項調書２３ページをご覧ください。環境保全計画策定事業費でございます。 

  現行の第２期計画が令和５年度に計画期間が満了しますことから、第３期（令和６年

から１５年度）の計画を策定するものでございます。なお、本計画には町地球温暖化防

止実行計画も含むものでございます。 

  次のページ、２４ページをご覧ください。宇治田原山手線関連事業費（工業団地線）

でございます。 

  宇治田原工業団地線につきましては、宇治田原山手線と工業団地線を結ぶ都市計画道

路でございます。現在、実施中であります詳細設計に引き続きまして、道路構造詳細設

計及び用地買収を行うものでございます。 

  次に、２５ページ、町道新設改良事業費でございます。 

  町道の計画的な整備を図るとともに、住民生活に密着した町道の整備を実施する事業

でございます。町道２－２号線の道路改良、それから岩山立川線の歩道整備をはじめ、
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区、自治会からの改良要望などについて取り組んでまいりたいと思っております。 

  続きまして、まちづくり推進課所管事業でございます。 

  ２７ページをご覧ください。「ハートのまち」移住定住プロモーション事業費でござ

います。 

  京都ブランドを生かしながら、移住定住策の手厚さや地理的な強みを打ち出す「京都

に、宇治田原町。」のシティプロモーションを積極的に進めようというものでございま

す。 

  次に、２９ページ、公共交通利用推進事業費でございます。 

  町内外の基幹公共交通であります路線バスの接続と地域公共交通の検証や利用促進を

図り、今年度策定いたしました宇治田原町地域公共交通計画に定める各施策の推進を図

るものでございます。 

  特に乗車運賃の価値を創出する利用促進につきまして、高齢者や子どもたち向けのモ

ビリティ・マネジメントのほか、公共交通利用者参加型のイベントや乗り継ぎ利用の促

進策等を進めていこうと考えております。 

  次に、３１ページ、短・中距離高速バス路線検討調査費でございます。 

  地域公共交通計画に位置づけております、利便性の高い広域／町内の地域公共交通ネ

ットワークの構築で、高速道路インターチェンジの供用に向けた取組として、本町と町

外を結ぶ高速バス路線についての検討、それから調査を行うものでございます。地域住

民や企業等へのニーズ調査や交通需要量調査などを実施しまして、運行路線事業者との

協議を行うものでございます。 

  次に、産業観光課所管事業でございます。 

  ３６ページをご覧ください。農業振興地域整備計画改定事業費でございます。 

  当該計画につきましては、府が定める農業振興地域整備基本方針の変更、経済事情の

変更、その他情勢の推移等により必要が生じたときには遅滞なく変更することとされて

おり、新名神高速道路をはじめ宇治田原山手線などの整備が進む中で本町を取り巻く状

況が急速に変化することを踏まえ、令和５年度に基礎調査を行い、令和６年度には促進

協議会を開催するなど計画改定を行うものでございます。 

  次に、３７ページ、ため池管理事業費でございます。 

  防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に係る特別措置法の制定により、指定

されましたため池のハザードマップを作成するものでございます。これまでに独自のマ

ップを作成しており、今年度は隠谷東池でございます。 
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  なお、先日の宇佐美議員からの一般質問でもご提案いただきましたように、災害時の

迅速な避難等、ソフト対策としてもハザード情報を集約した防災マップの作成を進めて

いきたいというふうに考えております。 

  次に、４１ページ、お茶の京都観光まちづくり推進事業費でございます。 

  観光振興計画に位置づけられました魅力創出に関する取組を進め、日本緑茶発祥の地

としての強みと歴史に育まれた特色ある観光資源を活用し、観光によるまちづくりを推

進するものでございます。地域の特色を生かした観光誘客では、大河ドラマでも話題と

なっております家康伊賀越えの道ウォーキングや講演会など広報啓発を行いたいという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（原田周一） ただいま説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。議案第５号に係る関係課所管分について質疑のある方は、

ページ数、事業名を明確に指定し、簡潔にお願いいたします。 

  質疑のある方、挙手願います。それでは、山内委員、お願いします。 

○委員（山内実貴子） それでは、まず主要事項調書の２９ページ、公共交通利用推進事

業費なんですが、本当にいろいろな取組をされている中で、特にＭＭというモビリテ

ィ・マネジメントという取組を、私が知っているのは、よく小学校に行っていただいて、

子どもたちに実際バスに乗るということを体験させていただいているんですが、そうい

うことも含めまして、今回も拡充ということで公共交通利用者の参加型イベントという

ふうに書かれていますが、本当にまずは乗っていただいて、いつか乗るじゃなくて今か

ら乗るというふうに、大人の方もしっかりとそういうふうに思っていただけるように取

り組んでいただきたいなと思います。特に質問ではありません。 

  次に、予算書の５１ページです。 

  環境衛生費の３番の家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助事業費というのがあるんで

すが、本当にずっと前から結構、家庭用の太陽光発電に対しては補助を出していただい

ているんですが、いっときは本当に補助の補助金が足りなくなるくらいの申請があった

というふうに聞いたこともあるんですが、今の状況はどのような感じでしょうか。 

○委員長（原田周一） 谷出課長。 

○建設環境課長（谷出 智） 失礼いたします。 

  家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助事業費の関係のご質問でございますが、令和元

年度からいいますと、申請のほうが元年度６件、令和２年度４件、令和３年度３件、令
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和４年度が４件というふうな実績になってございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） ということは、大体今回の予算の６４万円というのもそのくらい

の件数をということでしょうか。 

○委員長（原田周一） 谷出課長。 

○建設環境課長（谷出 智） そのとおりでございます。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） なかなかそういう状況かもしれませんが、今、電気代等も値上が

りということで結構大変な中で、本当に再生エネルギーということでは太陽光というの

は、すごい誰にでも使える、そういう大事なエネルギーかなと思うんです。 

  「第７次宇治田原町行政改革大綱及び実施計画」の中の参考の用語集のところにもＳ

ＤＧｓの１７のゴールということで書いていただいている中でも、７番にあります「エ

ネルギーをみんなに そししてクリーンに」というところで、これからさらにそういう

需要が増えてくるのかなと思うんですが、今後の拡充等はお考えでしょうか。 

○委員長（原田周一） 谷出課長。 

○建設環境課長（谷出 智） 委員ご指摘のとおり、ご承知のとおり、国のほうで

２０５０年、カーボンニュートラルというふうに表明されたところでございます。これ

を進めるに当たっては、おっしゃっていただいたように、太陽光発電等はじめとする再

生エネルギーですね。こちらは絶対活用していかねばならないというふうには考えてお

ります。 

  主要事項のほうにも出させていただいておりましたけれども、令和５年度、本課のほ

うで環境保全計画の策定事業ということで改定の予定をしております。来年度から委員

さんによりましてこれの改定を進めていいだくときに、こうした議論というのは必ず出

てくるかと思います。そうした計画策定に当たっての協議を待って、こちら再生エネル

ギーですね。太陽光の発電の補助、どうしていくかというようなところで議論が深まっ

ていくと思いますので、それを待って、令和６年度以降に施策に反映できたら結構かな

と思っています。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） 需要がどのくらいかということも含めて取り組んでいただきたい
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と思います。 

  それと、予算書の５９ページです。 

  観光費の４番の西ノ山ふれあい交流施設管理・運営事業費ということで上げていただ

いています。西ノ山の展望広場はこの土日にも結構たくさんの方が、まばらですけれど

も、ちょこちょこ見えている感じがありました。本当に新年を迎えるに当たって初日の

出のスポットにもなっている感じで、本当に知る人ぞ知るという感じはあるんですが、

そういうところで西ノ山の展望広場については、今年度は特に何か整備等はあるんでし

ょうか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） 西ノ山ふれあい交流施設管理・運営事業費の内容等

についてのご質問でございますが、ご承知のとおり、本町西の玄関口でもありまして、

観光交流拠点の一つでもあります西ノ山展望広場の維持管理に要する経費を計上してお

るところでございまして、草刈りやトイレの清掃業務等の委託料が主な内容となってお

ります。 

  また、大型車両の進入も増えてきておりますので、令和５年度の予算で観光バスを除

く大型車両の進入防止用のポール等設置するための工事請負費も計上しているところで

ございます。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） 今、大型車の進入ということで、今の状態だと本当に何か入って

いいのか悪いのかちょっと分からないような感じで、見栄えもちょっとよくないのかな

というところがありますので、しっかり整備をしていただきたいなと思います。 

  今後、当初より私たちも何回か声を上げているかと思うんですが、せっかくの広い集

団茶園を眺めていただくのに、特に集団茶園の案内板とか、また周辺に見える町という

か。そういうところの、ここはどういうところですみたいなそういう看板であるとか、

また空き地がやっぱり展望の舞台というんですか。あそこのもう一つ上側には空き地が

結構あるんですけれども、最近、犬の散歩もすごくされているのをよく見るんですが、

ドッグラン等、そういう要望とかはないんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） ただいまご質問いただきました空き地につきまして

は、アフターコロナを見据えるとイベント催事、増えてまいりますので、展望広場で開

催する際、イベント内容によりましては車両で来場される方も増えてくるということが
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見込まれてくることから臨時駐車場、また今後、ドッグラン等のご要望なりご意見が出

てきましたらその辺も検討していきたいと考えております。 

  また、２つ目、説明板等のご質問でございますが、府内でも大規模な茶園が見られる

スポットとして観光旅行業者の間でも認知度が高まってきております。これからアフタ

ーコロナを見据えてインバウンドの旅行者も増えてくると思いますので、説明板がよい

のか、またＱＲコードを読み取ってスマホを通じて情報を確認してもらう、そのような

形がいいのか。その辺を壮大な茶園が見られる広場として特色を損なわないような方法

を、他施設での事例等も参考に検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） ぜひ、そういう魅力あるＰＲの仕方をお願いしたいと思います。

以上です。 

○委員長（原田周一） 次に、馬場委員。 

○委員（馬場 哉） それでは、調書の移住定住事業を中心に質問させていただきます。 

  まず、２７ページと２８ページ、「ハートのまち」移住定住プロモーション事業費と

「ハートのまち」移住定住者応援事業費ですが、特に２７ページの下段のほうの支援と

いうところで、「ハートのまち」移住定住・就業支援事業費補助金で令和５年度新規っ

て書いてますが、これをもう少し詳しくお願いしたいと思います。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） こちらの事業につきましては、個表として

２８ページの移住定住者応援事業費のほうをご覧いただいたほうがより細かい説明でご

ざいますので、そちらを見ていただきながらご説明を申し上げたいと思います。 

  こちらのほうにつきましては、この表の中では②になっております令和５年度新規事

業です。こちらは、国が進めます東京首都圏から地方への流れというものを加速するた

めに、国の制度として地方へ首都圏から移住された方が継続して就業された場合に支援

金として交付をするものでございます。京都府のほうで、国に対して関連計画を策定さ

れ、私どものほうも令和５年度から新しくこの事業に参画をしていこうというものでご

ざいます。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 府の施策ということで理解をしていますけれども、２８ページのほ

うを少し見ながら質問しますと、東京２３区に限られているということでよろしいんで
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しょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 東京２３区だけではなくて、２３区以外の東

京都の自治体、それから埼玉県、千葉県、神奈川県、こちらの居住の方で、その自治体

の中の条件不利地域、例えば離島とか山村とか過疎、そういうところじゃないところか

ら地方に来られた方が対象になられます。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） ということは、いわゆる大阪、関西圏の地方都市からの移住は、ち

ょっとこれ適用されないということでいいんですね。そういう理解ですね。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） はい、そのとおりでございます。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 引き続いて、就業先の２番のイに府ジョブパーク求人求職サイト

「ジョブこねっと」に掲載されているという条件があるんですが、ジョブこねっと等で

すね。例えば仕事の情報というのはジョブこねっと、もちろんそうですし、ハローワー

クとかいろいろあるかと思うんですけれども、ハローワークを見て応募してきた方には

対象にならないということになるんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） こちら、まず対象になるかどうかと言われる

と、対象になりません。 

（「ならない」と呼ぶ者あり） 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） はい。ジョブこねっとのほうとハローワーク

のほうで求人が重複している場合あるかと思うんですが、京都府なり都道府県が開設し

ている就業支援のサイト、京都府の場合はジョブこねっと、こちらに登録されている企

業に、またもう少し細かい条件ございますが、そこでの求人に応募された方が対象にな

ります。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） ちょっと、そこの仕組みがすごい曖昧やと思うんですけれども、ハ

ローワークで重複していますよね、今おっしゃったとおり。重複してはった方に、ハロ

ーワークで見られた方が対象のジョブこねっとに載ってはると。そういうところへ来は

った場合は、ジョブこねっとからもう一度申し込んでくださいというふうにお返しする
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のか、その点はどうなんですか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 京都府の雇用推進室のほうと協議なりをさせ

ていただいておりますけれども、当然、京都府においてハローワークさんのほうとの連

携というのは取られます。私どもとしては、ハローワーク求人の内容からジョブこねっ

とというところの情報がなかなかつかめないところがございますので、そこは京都府さ

んによる周知をお願いするとともに、先ほど申し上げました、少しジョブこねっとの中

でも、例えば移住支援金の対象求人という文言を掲載する必要があったりしますので、

その町内企業さんへの周知については私どもも府と協調しながら行っていきたいと考え

ております。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） その点は理解しましたので、よろしくお願いします。 

  それと、この制度でいいますと、例えばもともと宇治田原で生まれ育った子どもが、

大学から引き続いて首都圏に就職したと。もともと宇治田原の子どもたちも５年以上、

首都圏に住んでいて帰ってきた場合も、同じように世帯なら１００万円、単身６０万円

は補助されるんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 府の補助要領では、こちらの２番に書いてご

ざいますように、移住前の状況として１０年間のうち通算５年以上、住んでいらっしゃ

る方が対象になります。ですので、Ｕターンとして、そういう対象の方がいらっしゃっ

た場合は対象になります。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） そのＵターンも対象になるということはいい制度というか、Ｕター

ンを推進するのにいいと思うんだけれども、ここはぜひしっかり周知していただきたい

と思います。 

  それと、先ほどの仕事の関係で、宇治田原町のもちろんハローワークとかジョブこね

っとあるんですが、町内の仕事の情報というのは、いわゆる商工会以外に工業団地また

含めて、どこで見に行ったらいいという部分でいくとどうなんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） 情報に関してですが、先ほど委員がおっしゃった商

工会なりハローワークなり、その辺が実際中心となっております。 
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○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） じゃ、役場にいわゆる相談がされた場合も商工会なりハローワーク

に相談してくださいという、そういう案内をしているんですね。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） 詳細な内容等につきましては、やはりハローワーク

なりのほうが情報収集、深い情報を持っておられますので、そちらのほうにお願いして

おります。 

○委員（馬場 哉） はい、分かりました。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） じゃ、引き続いて２９ページ、公共交通利用推進事業費で少しお聞

きします。 

  昨日もＪＲ奈良線の一部複線化が完成して、あと残り３０パーセント 

というところで、できるだけ早く全線複線化になったらいいと思うんですけれども、第二

期工事が完成したことによって、私の知る限りでは、山城多賀駅がすごいきれいになっ

ていると思うんです。現状、宇治田原から新田辺方向に行く路線バスは山城多賀駅は寄

らないことになっているんですけれども、どうなんでしょう。交通事業者に山城多賀駅

に寄っていくというふうな、そういうお願いというか提案をしていったらどうかなとい

うふうに思うんです。いかがでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） まず現状としては、運行事業者、京都京阪バ

スさんのほうからはそういった構想なり、そういったことは全く聞いてございません。

当然、山城多賀駅なり青谷駅というのは城陽市、井手町に存在する駅でございますので、

沿線市町の連携といいますか、そういったことも含めて、事業者さんとともに検討され

るべき課題かと思っております。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） そこは、山城多賀駅に仮に路線バスが通って宇治田原に来られるの

であれば、奈良方面からの誘客もある程度は見込めるんじゃないかと、そういうふうに

思うので、もしそういうルートの検討が始まるようであれば、ぜひお願いしていったら

どうかなと思う点と、それと今、新田辺方面に行くバスは、国道３０７号線から青谷学

園と南京都病院の方向に、交差点を右に入っていって住宅街を通るということになって

いるんですけれども、本町から新田辺の方向へ行く朝の通学時間帯のバスは、１時間に
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３本あるんですけれどもね。その３本のうち、例えば直通バスとして新しいバイパスを

新田辺まで一気に走るという、そういうことも時間短縮につながるかと思うんですが、

事業者にお願いすることできないんでしょうか、提案することは。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 新田辺宇治田原線につきましては、当然、宇

治田原を発地・着地として宇治田原の住民の方が新田辺、京田辺方面に行くバスという

側面と、当然、青谷地区の方の生活路線としての機能を持っている路線です。ですので、

なかなかそれ一概に宇治田原町のほう利便性が上がるダイヤを組むということをすぐに

組めるというわけではないかと思いますが、そういったご意見もあるということを今後

も運行事業者のほうと情報共有しながら考えていきたいと思います。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） もちろん青谷地区の方々を軽く見ているわけじゃなくて、３本ある

うちに１本ぐらいは直通バスしたら早くなるのと違うかなと思うだけで、もしそういう

提案できる場があればしていったらどうかなというふうに思います。 

  それから、主要事項調書の３１ぺージの短・中距離高速バス路線検討調査費、これ説

明いただきましたけれども、もう少し詳しくイメージを教えていただけないでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） こちらにつきましては、主要事項調書に書い

てございますように、今年度策定いたしました地域公共交通計画の中で今後５年間の中

で整備される新名神高速道路、あるいは周辺の広域ネットワークを活用した新たなバス

路線ということを民間の運行事業者と運行の可能性を調査するものです。 

  短・中距離というふうに題名をつけておりますけれども、基本的には京都市方面に行

くような、中距離ですね。イメージとしては今、京阪バスさんが運行されている「直Ｑ

京都」のようなイメージ。あるいはアウトレットモールがスマートインターのところに

できますけれども、そこへ東部丘陵線のほうが行くと。そういったところを考えた短距

離での移動。基本的に町内を発地・着地としたそういった路線ができないかということ

を、需要量でありますとか採算性の調査をしながら運行事業者のほうと協議を進めてま

いると、そういう事業でございます。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 直Ｑ京都という話があって、宇治田原インターから、例えばアウト

レット通りながら京都方面に走るという、そういうバスの検討ということでよろしいん
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でしょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 詳細は需要量調査、採算性調査を踏まえて運

行予定事業者との協議、これは変わらないんですけれども、我々が目指している方向性

というのは、そういった形で住民の方の利便性を高める新路線の検討ということでござ

います。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 直Ｑ京都できたらすごい便利やと私も思いますし、また仮に和束ト

ンネルができた場合に、京都から和束までもし行かれるお客さんがあった場合に、途中

で宇治田原にも寄られる方もあるかと思うので、バスの路線の検討はすごい必要やと思

うんですけれども、宇治田原で、昨日もありましたけれども、いわゆるＪＲの複線化事

業で結構、いわゆる支出をしていますよね。そこら辺の絡みは少しお話しいただいたら

と思うんですけれども。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 奈良線の停車駅との絡みということですか。 

○委員長（原田周一） 馬場委員、質疑の趣旨を詳しく願います。 

○委員（馬場 哉） 奈良線の複線化に以前よりお金を支出している中で、いわゆる直Ｑ

京都という考え方でいきますと、いわゆる電車を乗らないでバスで来てくださいという、

そういう手法も考えるということになるかと思うんですが、そこら辺の整理はどうなん

でしょう。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） もちろんおっしゃるように両面必要かと思い

ます。先ほどの新田辺線の生活路線としての駅へのアクセスと、鉄道がないという本町

のディスアドバンテージを解消するための直行的なバス路線、この２つは当然別々では

なくて並行していますが、一緒に考えていくべき課題だと考えておりますので、そちら

は併せて検討してまいります。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） それを並行で考えるというのはすごく大事で、バスで来られてもい

いし電車で来られてもいいと、そういうことでぜひともよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  それから、主要事項調書３６ページのこれも新規事業なんですが、先ほど少し説明が
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なかったと思うので、農業振興地域整備計画改定事業費について少し説明していただけ

ますか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） ただいまご質問いただきました農業振興地域整備計画改定

事業費なんですけれども、農業振興地域整備計画ですね。そちらにつきましては、町の

農業の基本的な計画となっているものでございます。今回、改定をさせていただく趣旨

につきましては、理事のほうから説明もありましたが、本町を取り巻く道路網建設が急

ピッチで進んでおりますので、経済情勢の変化への対応を目的として今回改定業務を行

っていく内容となります。農業振興地域整備計画の中で特に皆さんが注目されるのが、

いわゆる農振農用地です。専ら農業にしか使えない土地を、府が定める農業振興地域内

で本町が農用地というものを指定しています。それを以前に指定したのが、令和２年に

なりまして、それから本町を取り巻く環境が急速に変わっておりますので、本当に農振

農用地がそのときのままの計画でいいのかどうかといったことを、都市マスの変更も当

然ございましたので、そちらを加味して、この２か年で検討していきたいと考えている

ところでございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 私の理解の中で簡単に言うと、いわゆるそれぞれの地域の中で京都

府が定めて、農地こんだけ必要ですよという決まりがあるのを、宇治田原、最近、企業

進出も多いので、農振に係るような土地を減らすような計画に変えていくという理解で

よろしいですか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） 私の説明が悪いようだったんですけれども、結果としては

農振の農用地ですね。それを減らすことにはなろうかと思います。農地として残してお

くところ、また農地から網を外して都市積とする用を入れていくところ、これの検討を

２か年でやっていきたいということでございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） その点、分かりました。 

  引き続きまして、主要事項調書の４１ページ、お茶の京都観光まちづくり推進事業費

で、昨年よりも少し予算は上がっているんですが、拡充の内容は特色を生かした観光誘
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客というふうにもちろん書いて、それも理解しているんですけれども、この観光まちづ

くり推進事業費の中で、コロナ禍の前に開催していたお茶のイベントをやっていたと思

うんですが、ずっとここ２年、３年ぐらいお茶のイベントやってないんですけれども、

少し上がった予算ぐらいでそのお茶のイベント開催できるのか。本年度はお茶のイベン

トやっていくつもりなのか、いかがなんですか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） コロナ禍におきましては、なかなか集客というよう

な形でのイベント、お茶に関してもなかなかできなかった状況であります。アフターコ

ロナを見据え、もう間もなくトンネルを抜けようというような形になっておりまして、

お茶のイベント、府もそうですし、ＤＭＯもそうですし、それぞれ誘客の形での事業も

始まってきております。 

  本町におきましては、コロナ禍におきましても、プレゼント企画なり様々な形で宇治

田原町のお茶を多くの方に知ってもらうというような取組を進めてまいりましたが、今

後、ふるさとまつりでございますが、そちらにつきましても実行委員会のほうと協議を

進めて、どのような形、半分誘客、また発信力があるオンラインも使いながらというよ

うな形で、その辺も含めて検討してまいりたいと思っております。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） もちろん、お茶の発信はやっていただかなければいけないんですけ

れども、私、お聞きしているのは、昨年度が約５２０万円ぐらいの予算で今年度は約

５６０万円ということで４０万円ほど上がったんですけれども、その４０万円ぐらい上

げたぐらいでイベント開催できるという、そういう理解でいいんですか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） お茶の発信の部分もそうですし、様々な部分も事業

ございますが、いろいろな形、その枠組みの中でしっかりと事業取り組んでまいりたい

と思っております。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） では、ひとつしっかりお茶の発信もよろしくお願いします。 

  それから、予算書のほうにちょっとお願いをして。予算書の５５ページなんですが、

農業担い手対策事業費が昨年に比べたら約４倍ぐらいに予算見てはるんですかね。いわ

ゆる農業担い手の方が増えたという、そういう理解の予算措置でいいんでしょうか。農

業担い手の部分のことの事業も含めて少し説明をお願いします。 
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○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） ただいまご質問いただきました農業担い手対策事業費です

ね。こちらにつきましてお答えをさせていただきます。 

  担い手に対する支援でございまして、今後、新規で新たに就農される方に対する給付

金に当たるものです。以前から国の給付金を受けておられる方で令和４年から給付され

た方は３年間ですけれども、それ以前は５年間でということで、その方が２人で、新た

に認定新規就農者の方が２人おられます。加えまして、３人ほどで法人をおつくりにな

られてという方もご相談受けておりまして、その方に対する給付金と、その方は設備の

整備もされますので、そちらについての補助金、それを今回、見させていただいていま

すので、令和４年度よりも予算のほうは大きくなっております。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 分かりました。 

  理由が分かったので、ぜひ、新しく農業に従事しはる人も含めて、伴走型の支援をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  それから、次に予算書の５９ページ、企業立地促進助成金。これも昨年に比べるとか

なり、かなりというか大幅に増減しているんですけれども、これはたしか進出しはった

企業さんに固定資産税の補助を行うもんやと思うんですけれども、約３，７００万も今

年度払っていますが、ここはどこか予定あるんですか。 

○委員長（原田周一） 垣内理事。 

○建設事業担当理事（垣内清文） おっしゃいますように、町の企業立地促進条例に基づ

きまして、事業上の設置の助成金として、いわゆる京都府のものづくり、産業集積場所

ですね、促進地域。いうところに新たに立地された企業のほうに出す予定がございます。

ですから、今おっしゃられるように、この３，７００万のうち３，５００万ほどの金額

を助成するという予定でございます。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 本年度予定するという、予算あっての上だから、かなり予定する企

業の場所についても今は分からないけれども、一応、見込みということなんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 垣内理事。 

○建設事業担当理事（垣内清文） 場所も分かっておりますし、その方々、今年度４年度

のうちに申請を出されて、本町のほうで指定をしているという状況でございます。 



１１１ 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） そこは教えてもらえるんですか、今。 

○委員長（原田周一） 暫時休憩します。 

休  憩   午前１０時４１分 

再  開   午前１０時４２分 

○委員長（原田周一） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。垣内理事。 

○建設事業担当理事（垣内清文） まだ、今、予算の段階ですので、具体的な企業名につ

いては控えさせていただきます。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） そこは理解できました。最後になります。 

  最後に、昨年度、プレミアム商品券、いわゆる予算に立ったんですが、今年度はプレ

ミアム商品券、予算見てないというふうに予算書からは見えるんですが、プレミアム商

品券につきましては町内の小売業者、それから消費者の方々も、ここ近年の物価高騰に

よって生活も少し大変になっているという部分でいいますと、３０パーセントアップの

プレミアム商品券、すごい昨年度も消費者の方々、町民の方々、喜んでおられたと思う

んですけれども、このプレミアム商品券の事業は今年度はしないということですか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） ただいまのご質問、プレミアム商品券の関係ですが、

商工会の指定事業等の補助金の中で計上させていただいております。令和２年、令和

３年、令和４年、プレミアム率が２０、２０、３０と、まさにコロナ禍の中、消費拡大、

それから地域の個店さんの支援という形でさせていただいてまいりましたが、もう間も

なくコロナもアフターコロナの時代に突入しますので、以前、コロナ前にやっておりま

した形ですね。５００円の１１枚つづり、１０パーセントのプレミアム率を乗せた形で

１，０００セット販売させていただきたいと思っております。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 今の話やったら、予算書の５９ページに載ったように中小企業経営

支援事業費、今年は５７０万円で昨年度２８０万円。この中でプレミアム商品券の事業

を入れるということでいいんですか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） 予算書５９ページの商工振興費の４番目、商工会指

定事業等補助金の中で見させていただいております。 
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○委員（馬場 哉） 商工会指定事業等補助金、一番下やね。 

（「下から２番目」と呼ぶ者あり） 

○委員（馬場 哉） 下から２番目。 

○委員長（原田周一） 馬場委員、よろしいですか。 

○委員（馬場 哉） ちょっと待ってください。中小企業経営支援事業費の下の商工会指

定事業等補助金が９，０００万円の、この部分やね。 

（「９００万円」と呼ぶ者あり） 

○委員（馬場 哉） ごめんなさい、９００万円ね。これは昨年度も８７０万円上がって

いますよね。だから、いわゆるプレミアム商品券の昨年の１，９００万円の部分は全部

消えるという、消えたの違うんですか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） 昨年度はコロナの臨時交付金等も頂いて事業出しさ

せていただいている部分でございまして、来年度の予算につきましてはこちらのほうに

入れさせていただいたという形になっております。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） プレミアム商品券は住民の方々、すごい、いわゆるプラスアルファ

がついて喜んではるんですね。もちろん町の予算の規模もあるかと思うんですけれども、

できる限り続けていったらどうかなというふうに考えますので、引き続きよろしくお願

いしたいと思います。 

  すみません、以上です。長いことありがとうございました。 

○委員長（原田周一） 次に、上野委員。 

○委員（上野雅央） それでは、主要事項調書のまず３２ページ、ＪＲ奈良線高速化・複

線化事業費補助金の部分についてです。 

  昨日、ＪＲ奈良線高速化・複線化第二期工事の開業記念式典に参加させていただきま

して、高速化・複線化にされて通勤・通学の時間帯で増便になる。事故など大幅に乱れ

た際の回復力を高めるとされている。そんな中、この事業は宇治田原町の住民の奈良線

の利用されている通勤・通学の方々にも大変メリットある事業だと私は感じております。

また、奈良線全線が複線になることで山城地方の全体に望ましいことだと思っておりま

す。という思いで、これは私の意見として述べさせていただきます。 

  それで、次の主要事項調書３１ページ、短・中距離高速バス路線検討調査費のことに

ついてお尋ねしたいと思っていましたが、今の馬場委員が先にされたので、その中で私
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もちょっと意見として言うのか、住民の方にちょっと、これに関連してではないんです

けれども、長池いうのか複線に伴い城陽とか、その辺にモノレールを検討されてはどう

かなという住民の方から意見を頂戴しておりまして、その点について、また前向きにま

ちづくりとしても考えていっていただけないかと思うんですけれども、その点よろしく、

ちょっと私のそれも意見として述べさせておいていただきます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 答弁はいいんですか。 

○委員（上野雅央） 答弁はいいです。 

○委員長（原田周一） いいですか。町の考え方、聞かんでいいんですか。 

○委員（上野雅央） それなら町の新しい道づくり、まちづくりの考え方を少し。 

○委員長（原田周一） 垣内理事。 

○建設事業担当理事（垣内清文） ありがとうございます。 

  本当に昨日もご参加いただいて、ＪＲ奈良線に我々のほうも補助していることに大変

意義があったというふうに感じておるところでございます。 

  それと、今、上野委員のほうがおっしゃられていた、先ほどの短・中距離高速バス以

外の何かそういったアクセスできるような、町内に発着するようなものということにつ

きましては、非常に難しいところございます。ご存じのように、我々、南部横断鉄道と

いう構想もございますが、鉄道構想は非常に今後難しい時代に来ておりますので、新た

にこういったバス路線ですとか、それから近隣市町と連携しながらいろんな形でアクセ

スできるようなものを考えていきたいというふうには考えております。 

  町内のことに関しましても含めて今後、町内のバス交通、それから町外へのアクセス

交通という形で進めていくことを今後、大きな意味では移住定住であったり人口増であ

ったり、これから町が大きく変貌する、人の流れが変わってまいりますので、そういっ

た流れをうまくこの交通に生かせられるように進めていきたいというふうに考えており

ますので、ご理解いただきますようにお願いいたします。 

○委員長（原田周一） 上野委員。 

○委員（上野雅央） どうぞ新しいまちづくりとか住みよいまちづくりを目指して、やっ

ていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（原田周一） よろしいですか。 

○委員（上野雅央） はい、結構です。 

○委員長（原田周一） それでは、藤本委員。 
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○委員（藤本英樹） そしたら何点か確認させてもらいたいと思います。 

  まず１点目、主要事項調書の２５ページ、町道新設改良事業費なんですけれども、毎

年、区や自治会のほうから修繕や改良要求等が上がってくると思うんですけれども、そ

れを事業化するに当たりまして何を優先して事業化されているのか、その辺の考え方を

教えていただけますでしょうか。 

  また、区や自治会から緊急的にここ修繕してほしいとかいう要望があった場合、どの

ように対応されているのか教えていただけませんか。 

○委員長（原田周一） 谷出課長。 

○建設環境課長（谷出 智） 区、自治会から要望いただく際に、区長さんからその要望

内容についてヒアリングをさせていただいております。その事業内容であったりとか、

区としてどのような重要性があるかというところを主にヒアリングさせていただいてお

りますので、そのお話を参考にしながら、道路管理者といたしまして、交通量であった

りとか視距、見通しですね。あとは通学路であるかどうかとか事故の発生があったかど

うかとか、そういったところを勘案して、予算の範囲内で事業化のほうを決定していく

というような流れになってございます。 

  あと緊急の場合でございますが、緊急の場合は当課のほうにご連絡いただいた段階で

すぐに現場のほう確認しまして、必要とあれば町の職員で直営で対処することもござい

ますし、場合によっては緊急業者のほうにお願いするということで、取りあえず緊急に

ついてはすぐに対応するというほうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） 予算額や緊急性などの問題もありますけれども、できるだけ区や自

治会の要望に沿って、これからも事業のほう展開していっていただきたいと思います。 

  次に、主要事項調書の３１ページ、短・中距離高速バス路線検討調査費について先ほ

ども質問が出てましたけれども、まだ検討調査段階でありますけれども、実施するとな

ると、これ民間業者を募集して実施するんか、それとも第三セクター的に官民共同で事

業展開していくつもりなのか、その辺のお考え、教えていただけますでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 今回の事業費での調査がスタートでありまし

て、運行主体の具体化につなげるような交通需要量や採算性の調査を行ってまいりたい

と考えております。したがいまして、現在のところでどこと、民間事業者というのはま
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だこれからの調査によるところでございますけれども、想定のエリアを現在、路線のエ

リアとしてます京都京阪バス株式会社との協議も並行して進めてまいる、そういう事業

でございます。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） 高速バスになりますと、高速道路がバス停というふうなイメージ持

っているんですけれども、バス停までの新たな動線というのが必要になると思うんです

けれども、その辺の考えはどうですか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 先ほど馬場委員のご質問にもご答弁申し上げ

ましたが、具体的には当然、調査を踏まえてになりますけれども、新名神高速道路だけ

でなくて関連の周辺道路整備も踏まえて、基本的に理想としては町内を起終点としたバ

ス路線、これを誘致してまいりたいというふうな方向性で調査を進めてまいります。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） そうすると、町内の起終点というのは具体的にどの辺を考えておら

れたりするんですか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 現在は維中前バス停が本町のバス路線のハブ

となっておりますが、当然、高速バスとなりますと、その車両の量でありますとか大き

さ、また旅客数、時間帯等も変わってまいりますので、そこも含めて調査の中で具体化

を目指してまいりたいと考えております。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） まだ設計段階でありまして、住民の意見など聞いて、聞ける時間も

かなりあると思いますので、より充実した事業となりますよう今後、設計制度の検討の

ほう、どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、予算書の５７ページの森林整備事業費なんですけれども、現在、奥山田地区で

境界確定事業を行っていると思いますけれども、その進捗状況、確定面積や進捗率など

分かっている範囲で教えていただけますでしょうか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） ただいまご質問いただきました森林の境界の明確化事業で

すね。こちらにつきましては、町から森林組合に補助金をお出ししまして執り行ってい

ただいているものでございまして、奥山田につきましては令和３年度から実施していた
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だいておりまして、令和３年度は約１６６ヘクタール、４年度が１０８ヘクタール、令

和５年度につきましても奥山田で６５ヘクタールですね。こちらでの実施を計画してお

るところでございます。奥山田につきましては、今のところ令和５年度で完了と聞いて

おるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） そしたら、奥山田地区が完了した後の境界確定実施計画はどのよう

に考えておられますでしょうか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） 奥山田が完了した以後の計画でございますが、まだその時

点で区とか他の生産森林組合からのご要望ありましたら、それも加味して検討していか

なければならないとは思うんですけれども、現時点におきましては、奥山田地区に隣接

いたします湯屋谷のほうですね。そちらのほうで実施していきたいと考えておるところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） そしたら、引き続き計画に沿って事業のほう、展開のほうよろしく

お願いいたします。 

  続きまして、主要事項調書の４０ページ、有害鳥獣対策事業費ですけれども、現在、

モンキードッグ２頭で頑張って追い払いを対応してもらっておりまして、ありがたいこ

とに禅定寺地区はその効果が十分に発揮していると思います。 

  ただ、毎回懸念しているんですけれども、今の２頭で頑張ってもらっているんですけ

れども、やっぱり生命のあることですので、後継者、後継犬ですね。これについてはど

のように考えておられるのか、その辺教えていただけますか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） モンキードッグですね。藤本委員、ご指摘のとおり、犬も

当然年取っていきますので、今頑張ってくれているこの２頭だけで今後もずっとやって

いけるかと、そういったことはありませんので、今後も頭数を増やしていく必要は感じ

ておるところでございます。 

  それで、まずはモンキードッグ自体を知ってもらうということがまずひとつ大事なの

かなということで、そちらのモンキードッグのＰＲということで、昨年の１１月ですけ
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れども、犬につけるビブスですね。それを整備して、一目でモンキードッグやなという

のを分かっていただくために、ビブスの交付式を行いまして、報道のほうにもＰＲして

いただきたく、当日、記者にも来ていただいて、周知を行いました。今後も広くＰＲを

行っていって、モンキードッグの周知を努めて、新たな後継犬につなげていきたいと考

えています。それと、現在活動していただいていますモンキードッグの飼い主さんにも

ご相談させていただきまして、適するような犬がいないのかといったことで、新たなモ

ンキードッグの掘り起こしにもつなげていきたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） ぜひとも頑張って言うたらおかしいですけれども、継続的によろし

くお願いします。 

  あと、もう一点、田畑の防御柵のほうも順調に移行してもらっていると思うんですけ

れども、まだ電柵対応されている地区もあると思います。その辺、今後の移行計画につ

いて教えてもらえますでしょうか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） 国の補助を活用して、有害鳥獣対策協議会のほうが事業主

体となって取り組んで行っております、獣害からの防護柵です。そちらの整備につきま

して、電気柵でございますが、国の規定で耐用年数が８年と定められております。です

ので、耐用年数が経過したものから順次、金網柵への移行に取り組んでいただいている

ところでございます。 

  来年度につきましては、電気柵から、耐用年数が過ぎて金網柵へ移行される箇所は

１か所でございますけれども、その翌年度に耐用年数が来るところにつきましては６か

所の約２，０００メートルと見込んでおるところでございます。それで、国の補助を活

用いたしまして、電気柵を整備されたのは令和２年度に１か所ですけれども、電気柵か

ら金網柵への移行につきましては令和１１年度、予定どおりでいけば、移行が最後にな

るのかなと考えておるところでございます。 

  なお、今やっておるのは金網柵の設置なんですけれども、電気柵からの金網柵の移行

だけではなく、今まで柵を設置していなかったところにも獣が来ているということで、

全くの新規の箇所の要望も増えてきております。令和５年度につきましては１４か所の

約９，０００メートル、こちらの要望がございましたので、それを国に要望していると

ころでございます。 
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  以上です。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） 今後も引き続き防御柵などの要望があるところは、計画的に移行に

取り組んでいってもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  最後に、予算書の５９ページ、地域おこし協力隊事業費なんですけれども、現在まで

４名の方が赴任していただいて、３名は離任して、現状、今１名の状態であると思いま

す。地域おこし協力隊の目的の一つには、離任しても赴任地で移住定住して地域力の維

持強化を図ってもらうことも含まれていると思うんですけれども、本町では移住定住ま

でには至ってないと思うんです。その原因や要因についてはどのように考えているのか、

町のほうの考えを教えていただけますでしょうか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） 委員ご指摘のとおり、これまでに３名が退任してお

ります。活動を終了しました３名のうち、現在、町内に引き続き在住している者は第

１期の１名でありまして、現在活動している協力隊員も任期終了後には引き続き本町に

定住したいというような意思表示は示しているところでございます。退任後に町外へ移

住した隊員でございますが、協力隊としての活動後、新たな分野で自分を試したいとい

うような希望もありまして、仕事のある地域へ転出されたものでございます。 

  全国的な調査におきましては、活動地と同一市町村に定住した率、大体約５０パーセ

ントでございまして、移住定住につなげられない厳しさというのは本町だけではなくて

全国的な傾向に沿ったものであると考えておりますが、今後も地域おこし協力隊が任期

満了後に、その地域で、本町で定住し続けられるように、活動を通じて町や地域に根づ

くことに対して支援、働きかけを行っていきたいと考えております。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） 今後、着任された方が本町に根を張った活動ができるように、行政

側としてもバックアップしていっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（原田周一） 次に、宇佐美委員。 

○委員（宇佐美まり） 主要事項調書４１ページのお茶の京都観光まちづくり推進事業費

の伊賀越えの道についてお尋ねいたします。 

  大河ドラマと連動した形で本町の観光スポットをＰＲ展開できることは大変大きな強
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みになると思っています。ただ、現状は自然環境以外に各ポイントを説明する看板とか、

あと長い道のり内でのトイレのことなど不安の声も聞いております。今後どのような対

応を考えておられるのか、お尋ねいたします。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） 地域の郷土史家を中心に毎年、家康伊賀越えの道に

関するウォーキング、また講演会等を取り組んできておりまして、啓発チラシ、マップ

等も作成する中で、大河ドラマの波もあり、認知度も高まるよう見据えてきておるとこ

ろでございます。町外の参加者からはほぼ当時の姿で残っている伊賀越えの道に魅力を

感じるというような声もいただいておりまして、ほかにはない歴史的資源と捉えており

ます。 

  郷土史家の方からは説明看板と当時の姿で残る古道のバランスが重要であるというよ

うなご意見も頂戴しており、町も含めてＤＭＯ等関係機関で製作するマップ等に、印刷

物ですね、にも各ポイントについて丁寧な説明を記すなり、またトイレの位置もしっか

り書き込むなどして、安心して散策をしていただける、楽しい散策をしていただける環

境を整えていきたいと考えております。 

  今後、新たな主たる観光資源として、専門家やイベントの参加者など多くの方々から

ご意見をいただきながら、伊賀越えの道という唯一の歴史的資源を磨き上げていきたい

と考えております。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 宇佐美委員。 

○委員（宇佐美まり） 宇治田原ブランドやおもてなしの心を生かした地域活性化はとて

も重要だと思っています。歴史文化体験についてのプログラムやストーリーの展開は重

要なアピールポイントにもなると思います。伊賀越えの道につきましても、観光スポッ

トとしてよりよい整備をしていただいて、地域のにぎわい活性化の一つとして一段と定

着させていただきたいと思います。 

  今、ご答弁にもありましたように、伊賀越えの道を磨き上げていきたいということに

大変応援しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（原田周一） よろしいですか。 

  次、山本委員。 

○委員（山本 精） 私のほうから何点かお願いしたいと思います。 
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  １つ目、先ほど馬場委員からもいろいろと話があったまちづくりの移住定住の関係な

んですけれども、首都圏から呼び寄せると。今までやってなかったことをやろうという

ことなんですけれども、先ほど就業先のことでジョブこねっとに登録とかあったんです

が、これ、就業先については宇治田原町内ということなんでしょうか。それ以外のとこ

ろも含めて、そういうことを考えたこともあるんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 主要事項調書２８ページに書いてございます

が、宇治田原町、つまり私どもが京都府に対してこの補助金を行うという意思表示を行

った上で、ジョブこねっとに登録されている宇治田原町内の企業に継続して就業された

方に対して本町から支援金を交付するという内容でございます。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） それなら、結局、宇治田原町内の企業ということでいいということ

ですね。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） はい、そのとおりです。 

○委員（山本 精） はい、分かりました。結構です。 

  次に、主要事項調書の２９ページから３０ページの地域公共交通の関係なんですけれ

ども、地域公共交通活性化協議会のほうでいろいろと検討はされていると思うんですが、

特に考えていただきたいのが町内の移動方法に関してなんです。現在の状況でいうと、

♡
はーと

タクシーの移動そのものが主要停留所というか、いろんな病院とかそんなところし

か行けないというふうなことになっていると思うんですけれども、いろいろとこの間、

話聞いていると、やっぱりせめて停留所間への移動が可能にできないのかという声をよ

くお聞きしているんです。その辺は検討のことは考えていただいているんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） かねてから常任委員会等の場でご説明申し上

げておりますように、町内支線としての新しい地域公共交通は住民の皆様の居住地から

町内の主要な目的地、生活必需地といいますか、そういったところを結ぶ路線として

♡
はーと

バスもハートタクシーも存在しております。ですので、バスの路線の目的地とハー

トバス、ハートタクシーの目的地もほぼ同じ網羅をしておりまして、そこに変わりはな

いと。ですので、タクシーの停留ポイントから停留ポイントというのも、居住地から目

的地というところをこれからも継続していく予定でございます。 
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○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） そのことは分かっているんですけれども、結局、そういう住民の声

がやっぱり出ているということで、やっぱりそこのところは検討してもらいたいなと思

うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 各地域、もちろんこれもかねてから申し上げ

ておりますけれども、例えばバス停が家の前にある方は便利でしょうし、あるいは地域

によって事情も異なると思いますけれども、地域から地域という移動。我々が新しい地

域公共交通の中で検討しているのは、交通事情がきちんとあるところに、きちんと路線

なりタクシーを設けるというものでございますので、その範囲の中でこれからも協議、

検証を続けてまいる予定でございます。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 分かりました。 

  いろいろとやっていてもらっているのですが、今後いろいろと状況が変われば検討し

ていただきたいなというふうに思います。 

  次に、主要事項調書の４０ページ、有害鳥獣対策事業費なんですが、先ほどからも有

害鳥獣のことで出ているんですけれども、現在、追い払い隊の方々が一生懸命やっても

らっているわけですけれども、今年度、宇治田原町の猿群に対して新しく位置確認の発

信機をつけていただいたということについては感謝いたします。 

  しかし、それだけでは済まなくて、やっぱり野猿の被害とかは、実際出てきて、顔見

てびっくりされるとか、いろんな出没とともに農産物のような被害の状況というのが多

いかなというふうに思うんですけれども、その辺の状況はつかんでおられるでしょうか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） ただいまのご質問ですけれども、宇治田原猿群ですね。現

在のところ３０頭ほどと言われておりまして、実際に子猿も増えてきているようでござ

いまして、ご指摘ありましたように農作物をはじめ民家近くにも出没して、非常に被害

を及ぼしているといった声は住民の皆さんからも聞いておりますし、また追い払い隊が

パトロールする中でもそういった被害なりは確認しておるところでございます。 

  それで、そういうこともございまして、昨年ですね。令和４年度、今年度からこれま

での追い払いだけではなくモンキードッグを活用した追い払いと、必要があればまたパ

トロール、そういったことの取組も新たに実施させていただいているところでございま
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す。 

  それで、なかなか追い払いが、役場に連絡入ってから行きましても、群れでありまし

たら比較的、猿がまだ残っているところもあるんですけれども、そうでない場合もござ

いますので、やはり役場だけの取組ではなく地域ですね。地域の皆さん、ご協力いただ

く中で、地域を挙げても取り組んでいただきたいといったところで、それも昨年からな

んですけれども、電動ガンの貸出しというのも行いまして、各区にご協力いただいてい

るところでございます。ですので、今後も役場だけではなく地域を挙げて、町全体でそ

ういった取組をしていきたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 宇治田原野猿郡に関しては３０頭とか４０頭とかいうような話も聞

いておりますが、かなりたくさんいてるということで思います。今言われたようにはぐ

れでの野猿がやっぱりところどころに出てきている。４頭とか５頭とかという形もあり

ますし、１頭だけという形もあると思うんですけれども、それはその把握なんかどうな

んでしょうか。何頭ぐらいはぐれで動くか分かりますか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） ただいまご指摘ありましたはぐれ猿ですね。これにつきま

しては、大体３頭ほどと聞いているというか住民さんからの通報もありまして、そのよ

うに確認取っておるところでございまして、大体郷之口とか荒木に出没するんですけれ

ども、そちらにつきましては、先ほどもご答弁いたしたところなんですけれども、役場

に連絡いただきまして追い払い隊や職員が現地に行っても、もう既に猿がいない。３匹

ですのですぐ逃げてしまいますので、それにつきましては、より地域の皆様に頼ってい

かざるを得ない部分があるかと思いますので、そういった自衛の仕方ですね。例えば花

火を用いるとか爆竹とか、それこそ区を通して電動ガンといったこともありますので、

そういったことをこれからも区なり交えて協議して、何とかそういった取組につなげて

いきたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 確かに今かなり、去年から電動ガンとか区のほうに連絡して与えて

いただいているということに関しては、有効な形になりつつあるとは思うんですけれど

も、その辺は今後とも広げていっていただきたいなというふうに思っています。 
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  次に、同じところなんですけれども、このページ３のところに有害鳥獣被害防止対策

で防護柵設置補助というのが入っているんですが、これについては町単費でやっている

というふうに思うんですけれども、具体的にはどんな感じになるんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） こちらにつきましては、防護柵の設置補助ということで町

の単費の補助として設けているものでございます。ただ一方で、先ほど藤本委員のご質

問にもご答弁させていただいたところでございますけれども、国の補助金を活用して有

害鳥獣対策協議会が事業主体となっております柵ですね。そちらにつきましては、住民

さんの負担が非常に少ない中でやっていただいておりますので、実際にはそちらを活用

されることがほとんどでございます。 

  じゃ、町のこの補助は何やのかといいましたら、どうしても国の補助につきましては

１年前から要望してという取組になりますので、どうしても緊急がある場合につきまし

て町の補助ですね。そちらをやらせていただいているものでございまして、補助率につ

きましては２割でございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） そういう形でされているというのは分かっているんですけれども、

ただ家の前で作られている家庭菜園なんかにもかなり被害が出て、世の中で出ていると

思うんですけれども、そういうふうな家庭菜園なんかは補助の対象には入らないのかど

うか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） これもかねてよりご質問いただいて回答しておりますけれ

ども、基本的には農地に対する補助でございますので、今おっしゃいました家庭菜園で

したら恐らく農地ではなくて宅地の一部で、芋とか作ったりとかやってはるやつと思う

んですけれども、そちらにつきましては補助の対象になっておりません。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 確かにそうだと思うんですけれども、その辺の被害かなり大きいん

で、今後その辺もつけていただけたらなというふうに要望しておきます。 

  次に、主要事項調書４１ページ、先ほどから出ていますお茶の京都観光まちづくり推

進事業費なんですけれども、これ、先ほど宇佐美委員の話ありましたけれども、伊賀越

えの道のイベント、考えておられるということなんですけれども、いろいろと聞いた中
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で見ても、京田辺とかいろいろなところで、近隣市町もいろんなことやっておられます。

その辺の関係というか、その辺の連携というのはどのように考えられておられるんでし

ょうか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） 伊賀越えの道というのは大阪から愛知までつながっ

ておりますので、もちろん府内の近隣自治体ともつながっております。またそのあたり、

京都府やＤＭＯとも連携して広域的な取組を考えていきたいと思っております。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 具体的に、ここ、どういうふうな形に進んでいくか分かりませんけ

れども、その辺の連携もしっかり取って利用を進めていただきたいと思います。 

  それから、ここにはちょっと書かれてないんですけれども、この二、三年ですけれど

も、ＪＡＦ主催のラリーがされていたと思うんですけれども、今年はどういうふうに考

えられているんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） 主催者のほうより、これまで３回取り組んでこられ

ましたが、今年も７月頃の開催で計画されていると聞いております。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） やられると思うんですけれども、この数年間はやっぱりかなりコロ

ナの関係で抑えられた形でやられていたと思うんですけれども、住民の方からやっぱり

まだ、このラリーについては事故とかそんなことに関する不安というのが言われていま

す。その辺の状況についてはいろいろとＪＡＦのほうも考えられると思うんですけれど

も、その辺のところについて、町としての考え方はどうなんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 植村補佐。 

○産業観光課課長補佐（植村和仁） 町といたしましても、ラリーを入り口とした観光誘

客につながるものと考えておりまして、これまで過去３回、先ほども申し上げましたラ

リー開催されておりますが、事故もなく無事に終了されていることでもございます。今

後も主催者に対して安全な大会の運営について、しっかりと指導のほうしていきたいと

考えております。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 分かりました。 

  ぜひとも安全対策、きちっと推し進めてやっていただけるように求めておきます。以
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上で終わります。 

○委員長（原田周一） よろしいですか。 

  次に、浅田委員。 

○委員（浅田晃弘） 私のほうから１件だけお尋ねいたします。 

  主要事項調書で言いましたら４１ページのお茶の京都観光まちづくり推進事業費に当

たるかなと思いますし、予算書でしたら５８ページ、５９ページの観光費に当たるのか

なとは思いますが、特に奥山田地域で観光客、たくさん来られています。コロナ禍の中

におきましても結構、私、通ったんは土曜日でございましたけれども、車両の行き違い

がなかなかできない、車両が絶え間なく来るような、そういうような感じでした。 

  それで、これからまたウィズコロナということで、さらに観光客増加してくると思わ

れるんですが、そういう点ですね。地元の方も困っておられるのかなと思うんですが、

その点についての予算とか上がっているんでしょうか。また取組ですね。ちょっとお聞

かせいただきたいなと思います。 

○委員長（原田周一） 山下副町長。 

○副町長（山下康之） ただいまの浅田委員のほうからご質問ありました件でございます

けれども、これは前から議会の中、いろんな議員さんも踏まえて、奥山田区の正寿院さ

んに行かれる。特に交通渋滞、あるいはまた交通安全、また防犯面、いろんな角度から

いろんな心配事も非常にあった中で、今おっしゃったように３年間ちょうどコロナでご

ざいました。そういう中での縮小して事業展開をされてきたというような経過の中で、

いろんな考え方を整理していきたいというようなことも今までからご答弁を申し上げて

きたいうようなところでございます。 

  そういった中で、令和４年度については、実際、事業主さんと町のほうといろんな地

元を何回も歩いて、どういう形がいいんだろうかと。その中で一旦議会のほうにも申し

上げましたけれども、それだけ町内外というよりも他府県というような、また世界のほ

うからも来られるということもございますので、やはりそこを観光の拠点に持っていく

と同時に、併せて、またそちらからいろんな宇治田原町の名所をいろんなところに回っ

ていただける、こういう取組も大事だろうということも踏まえまして、令和４年度では

現地のほうを歩いて、いろんな角度で調査をしてきた経緯がございまして。 

  今、ご指摘ありましたように予算のほうはないということでございますけれども、お

っしゃったように、一般会計歳入歳出予算書では５９ページの観光費の１番のお茶の京

都観光まちづくり推進事業費、また、こちらのほうの主要事項調書の中では４１ページ
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の同じくお茶の京都観光まちづくり推進事業費、この中に予算のほうは入っておりまし

て、令和５年度では予算的には２万４，０００円しか見てないんですけれども、これは

また今後、主要事項調書に上がってくると非常に大きくなるわけでございますけれども、

令和４年度で現地を見て、令和５年度ですね。今、ご指摘のように交通安全、またいろ

んな部分から見てきた経過を生かして、事業主さん、あるいはまた地元の方々にも参加

をいただいて、そして専門的な方のご意見を、こういうのをいただく中で、令和５年度

にどういう形がいいだろうかというのを整理して、その上で非常に財政も厳しいという

こともございますので、その中で非常にたくさんの来られる方を十分に宇治田原町に楽

しんでいただける。そして、安全安心な取組ができる。 

  それを令和５年度、もう少し具体的にやはり地元の方の力も必要でございますので、

そういった方々と膝を交えて相談をしていきながら、今後、以前からご答弁申し上げて

いるような、どんな形がいいんだろうかというような辺りを今後また整備をしてまいり

たいというように思っておりまして、大きく出てまいりましたら主要事項調書にも上げ

ていきたいと思っておりますけれども、令和５年度では、そうした専門的な人材の方の

ご意見ということで、その委員さんの報酬分を２回ほど見ているというのが現状でござ

います。 

  決してなくなったわけではございませんので、引き続いて検討してまいりたいという

ふうに思っておりますので、どうぞご理解のほうよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○委員長（原田周一） 浅田委員。 

○委員（浅田晃弘） 取組方等々、よく分かりました。やんたんの交遊庵できる前にも、

地域でやんたん未来プランという組織を立ち上げて、その中でいろいろ地域のいい姿を

考え、それを今実行しておられる最中やと思っておりますけれども、そういうような形

で取り組まれるのがいいのかなって思っております。 

  それでまた、その中で湯屋谷地区が取り組んでおられますパークアンドライドの取組

も今思えばいいなと。奥山田地区の車両行き違い等々に出くわしますと、そういう歩く

のはいいなって思いながら、またそういうこともいろいろ話合いしていかれることやと

思いますけれども、地域の声をいろいろ聞いていただく中で進めていただきたいと思い

ますし、また拠点となる案内所等、そちらのほうもやはりそういうことも考えていただ

いて、また湯屋谷、それから伊賀越えの道を通る地区のところにもやはりそういう組織

化していただいて、いろいろ交互に取り組んでいける、そういうような組織をつくって
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いただけることを期待いたしまして私の質問を終わります。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 今のは要望いうことでよろしいですか。 

○委員（浅田晃弘） はい。 

○委員長（原田周一） 次に、今西委員。 

○委員（今西利行） 私のほうから３点ほど聞きます。 

  まず１点目ですが、主要事項調書３０ページの新しい地域公共交通運行事業費という

ところで、これは提案にあります「公平性と利便性を最適化する」とありますが、この

公平性というのはどういうことなのか教えてください。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 主要事項調書、今、お読み込みをいただきま

した３０ページの内容のところに書いてございます。下のほうに「住民の町内移動と基

幹公共交通である民間路線バスへの接続性を向上する」と書いてございます。 

  １つは、住民の町内移動に関しまして、路線バス沿線地域の方もハートバスの沿線地

域の方もハートタクシーの対象地域の方も、路線バスに配慮した運賃の下、その移動の

機会を公平に提供したいと考えております。もちろん利用頻度などに合わせまして、利

用負担軽減策も併せてしながら、そういった移動機会を皆様に持っていただくというこ

とが１つ目です。 

  それから、民間路線バスの接続性。それによって利便性を向上することによって、先

ほどもありました町内支線としてフィーダーと申しますが、本町の基幹公共交通機関で

ある民間路線バスへの接続性を向上して、それを皆様の町外への移動機会もできるだけ

同じようにする。さらには、フィーダーの有償運行に対して国庫補助なり府補助をこれ

から獲得することによって公共交通全体の公費負担を押し下げる。それによって、住民

の皆様の税負担の公平性もこれから確保してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 町内移動のみを考えれば、確かにおっしゃるように町営バスは

３００円と。路線バスの緑苑坂から銘城台の運賃については２９０円ということで、そ

ういう意味での公平性というのはよく理解できます。ただ、私がちょっと言いたいのは、

路線バスの沿線でない方は町外へ路線バスで行こうと思えば、町営バスの３００円と路

線バス代がかかることになります。 
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  もう少し具体的に言いますと、例えば南地域や立川などから京阪宇治駅まで町営バス、

またはデマンドタクシーと路線バス乗り換えれば３００円と４４０円、合計７４０円か

かります。一方、緑苑坂から京阪宇治駅まで行くには路線バス代５２０円となります。

つまり、南や立川地区など路線バスの沿線でない地域はより運賃が多くかかることにな

ります。多くの方は町外へ出かけるために路線バスを使われていることを考えれば、必

ずしもそういう点から言えば公平ではないと思うんですが、いかがですか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑補佐。 

○まちづくり推進課課長補佐（岡﨑一男） 公共交通において異なる路線から乗り継ぎを

する場合、それから距離が異なる場合、それで運賃が変わってくるのは当然のことかと

存じます。 

  昨日、ご参加いただきました奈良線の例えでさせていただきますと、仮に奈良線の沿

線の高校に通学する児童がいらっしゃった場合、宇治田原町でしたら路線バスからＪＲ

奈良線のほうに乗り継がれます。京田辺市の学生でしたら近鉄からＪＲに乗り継がれま

す。井手町、城陽市の方でしたら直接奈良線で行かれると。そういったことを考えた場

合に、当然運賃なりそのあたりは変わってまいります。そこに関して不公平ということ

を考えるということではないかと思います。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） ちょっと私、理解できないのですが。私は、今回町営バスについて

…… 

（発言する者あり） 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 私は、今回ずっとこの間、町営バス運賃のことの公平性に、

３００円という設定についてはそれはいかがなもんかということで、一般質問でも質問

させていただきました。そういう観点からして、今まで無理だったのが３００円になっ

たと。その３００円は何かということで言われたのは、町内移動のバス代については、

先ほど申しましたように２９０円という設定があるので、それに合わせて３００円とい

う設定されたということなんですけれども、繰り返しになりますけれども、ほとんどの

方がやはり町内移動されるにおいては、町内移動で路線バス使われるのはほとんどとい

ってないと思います。ほとんどが、それは路線バスを使って宇治とか田辺のほうに出か

けられるというふうに思っています。 

○委員長（原田周一） 暫時休憩します。 
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休  憩   午前１１時３５分 

再  開   午前１１時３９分 

○委員長（原田周一） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。垣内理事。 

○建設事業担当理事（垣内清文） 今西委員がおっしゃられる住民のための料金、高い、

安いのお話、我々は理解できます。ただ、これまで町が実施してきております公共交通

事業については、一般質問でも委員会等々でもご答弁申し上げておりますように、必要

な方への利便性の向上、それから利用できる方々が公平に使えるような公共交通という

ことを我々は進めていきますので、今後も協議会の中でもそういったことを踏まえて、

皆さんが便利に、そして利用しやすいようになるように努力してまいりますので、ご理

解いただきますようお願いいたします。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 私は今の答弁では納得できません、まず。路線バスの沿線であろう

となかろうと、できるだけ町営バス、デマンドタクシーについては安価に設定すること。

いつも言ってますけれども、具体的に１００円。３００円でなくて１００円にして、で

きるだけたくさん人が乗っていただいてというのが１つと、どの地域住んでいてもでき

るだけ同じ、例えば宇治とか京田辺に行く方面については、できるだけ同じような公平

性という意味で私は言っています。だから、公平性・利便性の最適化という点では、私

はそういうふうに理解しているので、今後ともそれについては検討願えるようにお願い

したいというふうに思いますし、今後ともそれは追求していきたいと思います。 

○委員長（原田周一） 今のは要望でよろしいですね。 

○委員（今西利行） 要望で。 

○委員長（原田周一） もうそれでよろしいですか。 

○委員（今西利行） もう１点。その点はいいです。 

○委員長（原田周一） どうぞ。 

○委員（今西利行） それから、主要事項調書４０ページの有害鳥獣対策事業費。これ、

先ほどから何人かの方からあったと思うんですけれども、この防護柵については補助率

はどういうふうになっていますか。 

○委員長（原田周一） さっき出てました。 

○委員（今西利行） もう一回確認します、じゃ。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） 先ほどご答弁させていただきましたけれども、町の補助事
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業ですね。そちらについては２割です。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 違う、ごめんなさい。じゃなくて、国からのやつです。 

○委員長（原田周一） 暫時休憩。 

休  憩   午前１１時４２分 

再  開   午前１１時４２分 

○委員長（原田周一） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。今西委員。 

○委員（今西利行） 国からということですが、防護柵の補助率はどうなっていますか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） 国のほうには要望させていただいておりまして、現在のと

ころ国が全部１００パーセント補助ですね。受益者、柵を設置する方の負担がない中で、

現在のところそれでいけております。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 全額国の補助で、設置するのは受益者ということでよろしいですか。 

○委員長（原田周一） 田村課長。 

○産業観光課長（田村 徹） あくまでも購入補助といいますか、購入費用に対する補助

でございますので、設置は田んぼなり畑をやっておられる方でお願いしているところで

ございます。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 分かりました。 

  これ各地域ごとに集まって、話をして、下りてきたものをみんなで協力してやってい

るということですね。とてもいい取組というか、頑張ってやっていると思いますので、

それは引き続きまた来年度以降もよろしくお願いしたいというように思います。とても

いい取組だというふうに思っていますので。 

○委員長（原田周一） よろしいですか。 

○委員（今西利行） はい。 

○委員長（原田周一） ほかに質疑のある方ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、日程第１、議案第５号に係る関係課

所管分の質疑を終わります。 



１３１ 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第９号 

○委員長（原田周一） 次に、日程第２、議案第９号、令和５年度宇治田原町水道事業会

計予算を議題といたします。 

  当局より説明を求めます。下岡上下水道課長。 

○上下水道課長（下岡浩喜） それでは、議案第９号、令和５年度宇治田原町水道事業会

計予算についてご説明申し上げます。 

  まず、議案書の３ページと４ページのほうご覧ください。 

  水道事業収益３億７５万４，０００円と資本的収入１億４２４万３，０００円を合わ

せまして、収入合計４億４９９万７，０００円、対前年度比マイナス４パーセントの減

となっております。水道事業費用２億９，４６８万９，０００円と資本的支出１億

９，９４６万９，０００円を合わせまして支出合計４億９，４１５万８，０００円、対

前年比２．８パーセントの減となっております。その詳細につきましては、議案書の

２１ページから２８ページのほうに記載しているとおりでございます。 

  続きまして、議案書の１９ページ、令和５年度予定損益計算書をご覧ください。 

  下から２行目の当年度純利益は７４万２，２４９円と見込んでおります。 

  次に、当初予算主要事項調書の４２ページをご覧ください。湯屋谷配水管更新事業費

です。 

  湯屋谷地区の配水管は、水道創設時に布設された石綿セメント管等が残っており、老

朽化による漏水が多発しているため、計画的に更新工事を進めております。令和５年度

は水管橋石詰橋を含みまして、配水管約７０ｍを更新する工事請負費２，０００万円と

次年度以降の更新工事の設計に係る費用７００万円を計上しております。 

  以上、水道事業会計予算案の概要です。よろしくご審査いただきますようお願い申し

上げます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方、ページ数、事業名を明確に指定し、簡潔にお願いします。 

  質疑のある方、挙手願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、日程第２、議案第９号の質疑を終わ

ります。 

────────────────────────────────────────── 
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◎議案第１０号 

○委員長（原田周一） 次に、日程第３、議案第１０号、令和５年度宇治田原町下水道事

業会計予算を議題といたします。 

  当局より説明を求めます。下岡上下水道課長。 

○上下水道課長（下岡浩喜） それでは、議案第１０号、令和５年度宇治田原町下水道事

業会計予算についてご説明申し上げます。 

  まず、議案書の４ページと５ページをご覧ください。 

  下水道事業収益４億４，６７７万円と資本的収入４億１，００２万６，０００円を合

わせまして収入合計８億５，６７９万６，０００円、対前年比７．２パーセントの増と

なっております。次に、下水道事業費用４億３，６５３万円と資本的支出５億

２，８９１万８，０００円を合わせまして支出合計９億６，５４４万８，０００円、対

前年度比６．５パーセントの増となっております。その詳細につきましては、議案書

１９ページから２６ページの予算実施計画書明細書のとおりとなっております。 

  続きまして、議案書１７ページをご覧ください。令和５年度予定損益計算書でござい

ます。 

下から２行目、当年度純利益は９８万８６９円と見込んでおります。 

  次に、当初予算案主要事項調書の４３ページをご覧ください。公共下水道（管渠）整

備事業費です。 

  宇治田原工業団地内におきまして下水道管渠整備を行うもので、事業費は１億

３，１０４万１，０００円です。整備面積は７．６９ヘクタール、管渠整備延長は

８５４ｍを予定しております。 

  続きまして、主要事項調書の４４ページをご覧ください。処理場建設事業費です。 

  宇治田原浄化センターの水処理設備等の増設を行うもので、事業費は１億

３，０００万円です。安定した汚泥のろ過を維持するため汚泥脱水機を増設いたします。

日本下水道事業団に工事委託するため委託料を計上しております。 

  以上、下水道事業会計予算案の概要です。よろしくご審査いただきますようお願い申

し上げます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は簡潔にお願いいたします。 

  挙手をお願いいたします。馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 主要事項調書の４４ページ、処理場建設事業費なんですが、これ本
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年度の調書には継続というふうに書いてあるので、昨年度の主要事項調書を見ると、昨

年度は主要事項調書なかったんですね、この部分は。それで、ちょっと説明が足らない

というふうに思っていますので、昨年度はこの整備事業に６，３００万、本年度は１億

３，０００万ですかね。いわゆる宇治田原町浄化センターというのは、宇治川ラインの

昔のくつわ池に上がる坂道のところにある、あそこの建物が浄化センターやと思うんで

すけれども、この中で、いわゆるここが建設されて電気設備が老朽化してきて増設する

のか、処理能力を増すためにいわゆるろ過装置を増設するのか、そういう点と、一昨年

の年末ぐらいからですか、木津川下水処理流域に接続するというかそういう流れの話も

ある中で、ここ２年間、建設事業費は上げてはるというのが、単純に私よく理解できな

いのと、昨年度この部分、昨年度の予算委員会で説明なかったので、もう少しここ、ど

ういういきさつでこういうふうになっているのかという部分も、本年度継続事業になっ

ていますので、新規じゃないけれども、もう少し詳しく説明していただけますか。 

○委員長（原田周一） 下岡課長。 

○上下水道課長（下岡浩喜） 再度、主要事項調書をベースにご説明申し上げます。 

  まず、宇治田原浄化センターの水処理施設電気設備等についてですが、全体の計画を

全て一時期に整備しますと運転等、また非効率な分がございますので、流入水量により

まして段階的な施設の増設を行っていく計画としておりました。既に流入下水の水量が

増えてきたことによりまして、最初、沈殿池とかあと反応槽であります好気性ろ床につ

いては増設を行ってきておりましたが、汚泥の脱水設備につきましては平成１２年の供

用開始当初から１基で運転しております、年々、面整備工事によって流入下水量が増え

る中で、毎日の処理する汚泥量がその能力に達してきているという実情がございます。 

  今回は、それに対して新たな機械を増設することになりますが、こちらにも書かせて

いただいていますように、事業内訳概要のところにございますが、汚泥脱水施設機械設

備工事ということで、ベルトプレス脱水機（高効率型）となっております。二十数年の

期間の中で脱水能力も大きくなっていますので、現在のナンバーワンに比べまして約

１．３倍の処理能力のある脱水機を増設するものとなっています。 

  事業のほうは令和４年度、令和５年度、２か年の計画としておりまして、こちらの真

ん中のほうに表がございますが、令和４年度の見込額が８，０００万円、令和５年度の

見込額が１億２，０００万円、合わせまして２億円の事業を予定しています。 

  既に工事のほうにつきましては、日本下水道事業団のほうに工事委託を発注しており

まして、そこから工事業者のほうに水処理設備工事、電気設備工事のほうの発注が終わ
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っております。令和４年度の実績としましては、今、電気、機械ともに工場製作の段階

にありまして、材料等の入荷の遅れもありまして、年度内中には形になるものはできま

せんが、工事を発注しておりますので、その前払金に相当する額８，０００万円を令和

４年度で執行させていただく予定となっております。残ります１億２，０００万につい

ては令和５年度、工事を実施しまして、令和５年度の完了を目指しております。 

  以上でございます。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） これ２か年で２億円の下水道会計事業と思うんですけれども、私、

総建のほうに所属してないんで、予算委員会ではもちろん審査をするべきで、昨年度も

もちろん審査の過程で予算上がっているから質問しなければいけないところやったんで

すけれども、ちょっと見落としていて質問できてなくて、今回、今年合計４か年、５か

年で２億円のいわゆる電気設備を更新しはるというふうは理解できます。 

  がしかし、ひとつ、何でかなという部分で言いますと、この間、いわゆる木津川流域

のほうに接続をする方向で検討しているというふうにおっしゃっていた中で、なぜそう

いう、その検討がちょっと見込みが先行き厳しいからこの設備をするのか、そういう部

分を教えられる範囲でお答えできる範囲で言うていただかないと、何でここ２億円出て

くるのかというの分からないんです。 

○委員長（原田周一） 下岡課長。 

○上下水道課長（下岡浩喜） 今のタイミングで増設するということですが、広域化の話

につきましては、先般も常任委員会のほうでご報告申し上げましたとおり、京都府の水

環境構想の中で位置づけられたということになっていますが、その計画は２０年間とい

う長い計画の中です。宇治田原町の場合も今後、広域化、流域下水への編入に向けての

検討を進めてまいりますが、即つなぐということはできないで、１０年単位の時間を見

込んでおります。 

  現在、その機械については運転ぎりぎりの中でやっておりますので、さらに工業団地

等の面整備を進めてまいりますので、流入下水量がおのずから増えてまいります。やは

り安定した運転を確保するためにはもう１基必要ということで、今回増設させていただ

きます。 

  以上でございます。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 今の話で理解できました。いわゆる、もちろん木津川の広域のほう
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に接続する計画はしているし、その方向で進めていきたいんだけれども、スパンが長い

ので、結局この工事をしていかないと安定的な下水処理ができない。そこはよく理解で

きました。 

  総建のほうでまた引き続き検討していただいたらいいんですけれども、浄化センター

のいわゆる見取り図みたいなものと、ここにこういうものを設置しますというのが総建

のほうで示していただいたら、またそれはそれで私のほうにも回ってくると思うので、

ぜひ、もしできるものであればやっていただいたほうが、委員会のほうで。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 暫時休憩します。 

休  憩   午前１１時５８分 

再  開   午前１１時５８分 

○委員長（原田周一） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  ほかに質問ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、質疑を終了いたします。 

  これで、日程第３、議案第１０号の質疑を終わります。 

  ここで職員の入替えのため、暫時休憩いたします。 

休  憩   午前１１時５９分 

再  開   午後 １時１５分 

○委員長（原田周一） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第５号 

○委員長（原田周一） 日程第４、議案第５号、令和５年度宇治田原町一般会計予算を議

題といたします。 

  教育委員会所管分の審査を行います。 

  当局より新規事業、拡充事業等の主要な施策について概要説明を求めます。黒川教育

次長。 

○教育次長（黒川 剛） それでは、令和５年度予算に係ります教育委員会所管分の主要

な施策につきまして、主要事項調書に基づきまして主なものにつきましてご説明を申し

上げます。 

  まず、学校教育課分でございます。 
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  ４７ページをご覧ください。 

  地域部活動推進事業費で新規事業でございます。予算額は１２７万５，０００円でご

ざいます。 

  本事業につきましては、中学校部活動を地域に移行していこうとするもので、移行に

向けての協議並びに休日部活動への指導員派遣などを行うもので、新年度より一部のク

ラブ活動を地域に移行することを目指すものでございます。 

  続きまして、５１ページをご覧ください。 

  先端プログラミング教育推進事業費で拡充事業でございます。予算額は１５０万

８，０００円でございます。 

  令和４年度、中学校におけるプログラミング授業を全学年対象に実施いたしましたが、

小学校につきましては社会教育授業として低学年を対象に参加人数を限定した形で実施

してきましたが、新年度は対象を拡大し、小学６年生を対象に授業の中に実施するもの

でございます。 

  次に５２ページ。ふるさと応援キャリア教育事業費で拡充事業でございます。予算額

は１０６万円でございます。 

  町内企業、事業者と連携し、ふるさと納税返礼品や商品、サービス開発などを中学生

が行うのに要する予算でございます。 

  令和３年度はカラフル茶やお茶のガチャガチャの開発、令和４年度はプラスチック段

ボールを利用した新商品の開発を行っております。 

  拡充分は新規商品開発に企業、事業者が必要となる経費の一部を補助するものでござ

います。 

  続きまして、社会教育課分です。５５ページをご覧ください。 

  文化芸術公演等開催事業費、新規事業でございます。予算額は５６万円でございます。 

  宝くじ文化公演事業を令和６年２月に開催を予定しております。 

  本事業は、宝くじの社会貢献広報事業として一般財団法人自治総合センターと共催で

開催するものでございます。著名な歌手を招き、住民の皆様に楽しんでいただければと

考えております。 

  次に、５６ページ、図書館ｄｅ多文化コミュニケーション事業費、拡充でございます。

予算額は３０万円でございます。 

  幅広い年代で人気のあるボードゲームイベントの形で、外国人住民と町内住民、在勤

の方、また、子どもから大人までの参加によりまして、多言語、多文化の交流、相互理
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解を深められる図書館事業に取り組んでまいります。また、外国語絵本の充実を図って

まいりたいと考えております。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方はページ数、事業名を明確に指定して、簡潔にお願いします。 

  質疑のある方は挙手願います。それでは、上野委員から始めたいと思います。上野委

員。 

○委員（上野雅央） それでは、１点お聞きします。 

  予算書７１ページ、まず、８番、就学援助・奨励事業費に絡みましての質問なんです

けれども、今、中学生の制服なんかで、女の子はスカートだけとか制服のズボンもいい

のか、その点についてはどうなんでしょう。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 中学校の制服でございますけれども、女子の中に数名ですけれ

ども、現在スラックスを着用している生徒がおります。入学に際しまして、生徒の希望

に応じまして制服を選択できるという対応を取らせていただいております。 

○委員長（原田周一） 上野委員。 

○委員（上野雅央） 分かりました。 

  制服についての補助なんかは、母子家庭とか低所得者の方について出ているんでしょ

うか。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 経済的に厳しいご家庭に対しましては、府が支給する生活保護、

また、町が行っております就学援助、いわゆる準要保護認定によりまして、入学時には

小学校に対しましては５万４，０６０円、中学校に対しましては６万円を支給しており

ます。支給時期につきましても、家庭の要望に応じまして入学前支給ということも対応

させていただいております。 

  入学時に必要な各種用品をそろえるための支援を行っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（原田周一） 上野委員。 

○委員（上野雅央） よく分かりました。 

  もう１点、同じく７１ページの上から２番、奨学金のことについてちょっとお聞きし

たいんです。 
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  中学校から高校生に向けての奨学金制度について、どのようになっているんでしょう

か。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 高校入学に際しましては、準要保護世帯に対し、町独自で６万

円の奨学金を支給しております。高校入学への支援という形で実施しております。 

  また、町の制度以外にも、国や府におきまして一定収入未満の方を対象といたしまし

た高等学校等就学支援金等が用意されているところでございますので、様々な形で経済

的支援を行っているところでございます。 

○委員長（原田周一） 上野委員。 

○委員（上野雅央） 分かりました。結構です。以上です。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） そうしたら、２点ほどちょっと質問させていただきたいと思います。 

  主要事項調書の４５ページ、小中一貫教育推進事業費なんですけれども、まず、来年

度の宇治田原、田原小学校の各学年のクラス編成はどのようになっているのか、また、

全ての学年で１クラスとなることはあり得るのか、その辺、教えていただけますでしょ

うか。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 児童生徒数、学級数見込みにつきましては、先ほどの文教厚生

常任委員会で報告させていただいたところでございますけれども、田原小学校は全校児

童数が１９７名で昨年より１０名減、学級編制は特別支援学級を含めて昨年より１学級

減の１０学級で、４年生、６年生の２学年が２学級であるほかは単学級になる見込みで

ございます。 

  宇治田原小学校のほうでございますけれども、全校児童数が２０６名で昨年より９名

減、学級編制につきましては特別支援学級を含めて昨年と同じく１２学級で、２学級に

なりますのが２年生、５年生、６年生で、単学級は１年生、３年生、４年生の３学年に

なる見込みでございます。 

  また、全ての学年で１クラスとなることはあるのかということでございますけれども、

令和４年２月に令和１０年度までの児童生徒数の推移を作成してございます。これによ

りますと、田原小学校で全ての学年で単学級、宇治田原小学校で特別支援学級を含めな

い学級は７学級となる年が令和８年度から令和１０年度に継続すると見込んでおりまし

て、全てが単級にはならないというふうに想定してございます。 



１３９ 

  しかしながら、最新の年齢別人口で見ますと、８歳未満の子どもがいずれも７０人未

満となるときがございますので、このままであれば令和１０年度以降のある時期で小学

校で全学年が単学級になるおそれはございます。 

  ただ、今後、移住定住の施策とか子育て支援施策の充実を行ってまいりますので、本

町の子育て世帯が増加し、現時点で年齢別人口に変化が生じることも十分にあるという

ふうに考えてございますので、現時点で単学級になるということは断言できないという

ふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） ご丁寧な答弁、ありがとうございました。 

  そうしたら、次に、小中連携と書いているんですけれども、この具体的な取組内容に

ついてちょっと教えてもらえますでしょうか。 

○委員長（原田周一） 杉浦補佐。 

○学校教育課課長補佐（杉浦 恒） 小中一貫教育の具体的な取組としましては、各校か

ら校長、教頭、教務主任、カリキュラムマネージャーの４名、合計１２名からなる小中

一貫部会を毎月開催しております。そして、小中一貫教育の活動について協議しており

ます。 

  また、この小中一貫部会を中心に１１の部会を構成し、学力充実や生徒指導、特別支

援や人権教育、ふるさと学習等について小中一貫教育の活動を推進しております。 

  今年度は年間で５回の小中一貫教育全体研修会を開催、そして夏季研修会も行いまし

た。そして、教育を取り巻く諸課題について研修を行っております。 

  特に、学力充実につきましては小学校、中学校の９年間を見通した町独自の授業指針

となる「レッツスタディ宇治田原校」を作成し、小学校、中学校ともに共通した授業展

開を行うことで、児童生徒の授業に対する主体性を育んでおります。 

  また、小小の連携では小小連携部会を適宜開催し、行事について連携を深めています。 

  また、授業の進め方等についても、２小学校の同学年の担任同士で情報を共有するな

ど、連携を密にすることで子どもにとって分かりやすい授業づくりに努めております。

以上になります。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） ありがとうございました。 

  そうしたら次に、小学校から中学校への円滑な接続というのは、中１ギャップをなく
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すということを目的にしていると思われるんですけれども、こちらのほう、もうちょっ

と具体的な取組内容について教えてもらえますでしょうか。 

○委員長（原田周一） 杉浦補佐。 

○学校教育課課長補佐（杉浦 恒） 具体的な取組としましては、大きく分けて２つの視

点から行っております。 

  まず１つ目は、２小学校の児童同士のつながりについてです。 

  中学校入学を前に小学校から交流を深めることで、人間関係の安心と期待を膨らませ

ることで中学校へ進学することの希望へとつなげています。 

  具体的には、宿泊を伴う行事である小学５年生での林間学習、小学６年生での修学旅

行での共同実施、また、小学５年生、６年生で行う陸上運動交換記録会の実施がありま

す。 

  ２つ目は、教職員とのつながりについてです。 

  小学校６年生の音楽科、図画工作科の授業に、中学校の教員が指導に来ています。小

学校から中学校教員の指導を受けることで、中学校教員との人間関係の構築や中学校で

の授業の見通しが立ち、中学校への不安解消につなげています。 

  また、１２月には、小学６年生を対象に維孝館中学校での体験入学を実施しておりま

す。実際に中学校の教室で中学校の教師による授業を体験することで、中学校での生活

について見通しを持たせ、安心へとつなげております。 

  以上になります。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） 本町に限らず、日本全国の少子化というのはなかなか歯止めがかか

らない状況であると思います。初等教育の重要性を再認識してもらって、どのような施

策が子どもたちにとって一番最善なのか検討していただいて、教育行政を今後も進めて

いっていただきたいと思います。 

  続きまして、主要事項調書の４７ページ、こちらのほうは今回新規で上がってきてい

るんですけれども、地域部活動推進事業費ということで、クラブ活動に外部の有識者の

方が参加されるということで、もうちょっと具体的に聞きたいんですけれども。例えば、

生徒から休部中の部活、今、現状でしたら野球部とかサッカー部に参加したい、入部し

たいという申込みが合った場合、チーム編成ができない少人数でも地域指導者をお願い

して対応するのか、それとも既存の活動している部活のみが対象となるのか、その辺は

どうなるんか教えていただけますでしょうか。 
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○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 新年度に取組を予定してございます地域部活動推進事業につき

ましては、現在、維孝館中学校で活動していますクラブ活動の休日における活動を地域

に移行することをまずは取り組むこととしております。 

  したがいまして、休部となっています、今、おっしゃいました野球部ですとかサッカ

ー部につきましては対象としておりません。 

  しかしながら、国や都道府県では、広域的に活動しているいわゆるクラブチームとい

いますか、サッカーですとか野球等のチームが中学校のクラブ活動と同様に各種大会へ

出場することについて、議論されているところでございます。 

  維孝館中学校で休部になっている競技であっても、生徒が希望すれば活動できるとい

う状況が出てきているという状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） そうしたら、今、例えば、中学の野球部で外部のクラブチームに入

ってはった場合とか、それがほかの中学とかとの合同チームになりますよね。そういう

ところで活動してはった分についても、今後、中学校の部活というふうに認められる可

能性もなきにしもあらずいうことですか。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） いわゆる郡大会ですとか山城大会のほうにそういったクラブチ

ームが大会に出場することも視野に入れて、今、検討されているというふうに聞いてお

ります。 

○委員長（原田周一） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） 分かりました。これからの事業で模索状態であると思いますけれど

も、できるだけ生徒のニーズに沿うた事業となりますよう、今後も検討を重ねて対応し

ていただきたいと思います。ありがとうございます。結構です。 

○委員長（原田周一） 次に、山本委員。 

○委員（山本 精） 今の件なんですが、地域部活動の推進事業費なんですが、これは休

日だけというふうにここに書かれているんですけれども、休日だけの話ということでし

ょうか。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 一面では、教員の働き方改革という側面がございます。平日に
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クラブ活動しまして土日もクラブ活動ということで、先生方の休む時間がないというこ

とで、休日におけるクラブ活動をまずは先行して実施するということでございますので、

まずは休日のクラブ活動を先行して実施していきたいと考えております。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 今のところ、休日だけというふうに考えてはるということやったら、

今後は平日も含めて考えられるということなんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 将来的にはそういう形になろうかなというふうには思いますけ

れども、なかなかよその市町でも指導者の確保ですとか課題等多くございますので、な

かなかスムーズにいけないなということが叫ばれています。だから、そういう課題が出

てきております。 

  したがいまして、まずは休日、その後、様子を見ながら移行していくのかなというふ

うに考えております。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 分かりました。できる限りと思いますが。 

  一応、これ見ていると、来年度から順次移行して令和７年度までに全面移行というこ

とで、全クラブでそういうふうな形が考えられていると思うんですけれども、可能でし

ょうか、その辺はどうでしょう。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） そちら移行時期で書いてございますように、順次移行というこ

とで、令和５年度当初というふうには今のところは考えておりません。また、令和７年

度をめどに移行を目指すということでございますので、令和７年度までに完了するとい

うことが今の段階では断言できないというふうに考えております。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 分かりました。 

  なるべく早くというか、その辺の状況も含めまして移行していっていただきたいと思

います。 

  次に、５５ページなんですが、主要事項調書です。 

  先ほどもちょっと説明あったんですけれども、文化芸術公演等開催事業費が来年やろ

うということなんですけれども、これ、どういう経過で来年度やろうということになっ

たんでしょうか。共同開催というのがちょっともう一つ分からないんですけれども。 
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○委員長（原田周一） 馬場生涯学習次長。 

○生涯学習推進本部次長（馬場 浩） 新年度の文化芸術公演等開催事業でございますけ

れども、一般財団法人自治総合センターのほうが宝くじの社会貢献を広報する事業とし

て文化公演事業でございます。それに応募したところ、本町が内示をいただいたという

ことから、来年度、主要事項調書５５ページにもありますように、文化芸術公演等事業

を開催してまいるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 今の話ですと、一般社団法人自治総合センターの宝くじの社会貢献

広報事業としてそういう募集があってそれに応募したら当たったというか、そんな感じ、

そういうふうに受け取れたんだけれども、そういうことでよろしいんですね。 

○委員長（原田周一） 馬場次長。 

○生涯学習推進本部次長（馬場 浩） ご指摘のとおりでございます。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） いろんな文化に触れることはとてもいいことやと思うんですけれど

も、来年はこういう形でやりますけれども、それ以降、こういう形のものというのは町

独自で考えられているんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 馬場次長。 

○生涯学習推進本部次長（馬場 浩） 新規事業は今お答えをしたところでございますけ

れども、これまで町主催事業として様々な歌手や文化人などによる事業を展開実施して

きておりますが、近年、コロナウイルス感染症などの影響により実施できていない状況

にございます。まずはこの制度を活用した事業を新年度行い、今後、事業展開を検討し

ていきたいと考えておるところでございます。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 分かりました。今後ともこういうような事業を進めていっていただ

けるようによろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） よろしいですか。 

  次に、山内委員。 

○委員（山内実貴子） 主要事項調書の４９ページ。 

  家庭学習等支援事業費ということで、令和４年度、募集をされて行っていただいたわ
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けですけれども、その状況とそれを踏まえて令和５年度の取組ということを少しお話し

いただきたいと思います。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） この事業につきましては、令和４年度に新規事業で取組を行っ

ているものでございます。当初、令和４年度の主要事項調書では対象学年を小学５年生、

中学２年生と２学年に限定し、７０名程度の参加を想定していたところでございます。 

  参加者がどの程度集まるのかということで、事前に把握するため対象学年の保護者の

皆様方に事前アンケートを行っておりますが、想定定員を下回りそうであったというこ

とから、実施の段階では小学５年、６年、中学１年、２年ということで、２学年ずつに

拡大いたしました。 

  募集に当たりましては対象児童生徒全員に学校を通じてチラシを配布し、説明会を開

催する１月の学校公開日、参観日ですけれども、前日に再度学校からメールに案内文を

添付し、参加の呼びかけ、また、当日も館内放送などで広く参加者を求めると、そうい

った工夫をいたしました。 

  しかしながら、残念ですけれども小学生は９名、中学生が５名といった参加にとどま

ったところでございます。 

  この参加者が少なかった要因といたしましては、保護者のほうから聞いておりますと、

短期集中的に授業を行うことがスケジュール的に厳しかった。ですから参加したかった

けれども諦めたといった声でしたけれども、参加したけれども他の習い事との関係でハ

ードで子どもがしんどいというような声は聞いております。 

  新年度の実施に当たりましては、実施時期ですとか期間につきまして改善できるとこ

ろは改善して取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） 令和４年度からなので、まだまだこれからやっぱりいろんな受け

られた方の口コミとかそういうところでまた伸びていけばいいなとは思っています。 

  もう１点、学校教育授業研究ということで、有識者が来られて指導されるということ

ですけれども、少し具体的なことがあれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（原田周一） 杉浦補佐。 

○学校教育課課長補佐（杉浦 恒） 学校教育授業研究ですけれども、有識者、兵庫教育

大学の名誉教授であります長澤先生に来ていただきまして各校の授業を見ていただき、

そしてその授業に対する講評をいただく。また、先ほどお話ありました小中一貫教育全
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体研修会で講師になっていただき、その見た授業を基に授業改善の視点や今後、児童生

徒により効果的に授業を進めるに当たってアドバイスなどをいただいているところでご

ざいます。 

  来年度といたしましては、今年度以上に、長澤先生から本町の特に若手教員について

ご助言いただく形で、この学校教育授業研究を進めてまいりたいと考えております。 

  以上になります。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） 先生方にもやっぱり学びたいことを学べるというか、質問等でき

たらいいなと思っています。しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

  次に、予算書の７５ページになるんでしょうか、社会教育総務費の３番、生涯学習推

進事業費に当たるのかなとは思うんですが、今、デジタル化に向けて特にマイナンバー

カードを中心にやっぱり住民の方へいろんな支援をということでスマホ教室をこれまで

も持っていただいて、特に令和４年度は回数もすごくたくさん持っていただいたんです

が、令和５年はどのようにされるのでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑課長事務代理。 

○社会教育課課長補佐兼社会教育課長事務代理（岡﨑貴子） 今年度、一般の方、またこ

とぶき大学受講者の方を中心にということで、スマホ教室のほうを開催させていただき、

そこでデジタルの支援ということでさせていただきました。 

  令和５年度につきましても、令和４年度同様総務省のほうが実施しております利用者

向けデジタル活用支援推進事業、こちらのほうで事業実施団体として採択されています

団体のほうに協力いただきまして、今年度と同じような形で、数日間にわたりまして

様々な分野に分けましてご希望の講座を受けていただくというような形で進めたいと考

えております。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） 本当にもうこれからはデジタルの時代ということで、まずはやっ

ぱり身近なスマホを町のいろんな便利なことにも使っていただけるようにということで、

ぜひとも。少人数ですごく人気もあるという話も聞いていますので、しっかりまたお願

いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） よろしいですか。 
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  次に、榎木委員。 

○委員（榎木憲法） それでは、予算書の７３ページ。ここ真ん中にある４番、施設維持

管理費について質問です。 

  私、３月８日の一般質問で学校施設の維持修繕計画について質問いたしました。その

ときに、次長のほうから新年度学校給食共同調理場に多額の経費を計上している。また、

学校施設においても必要な経費を計上していると答弁がありましたので、その内容につ

いて報告をお願いしたいと思います。 

  と言いますのは、７３ページには学校教育課所管の施設維持管理費、８１ページの

３番には共同調理場環境整備事業費というふうに書いてありますんで、できましたらそ

れぞれに予算的な主内容について説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） まず、学校施設でございますけれども、緊急度の高いものを優

先する形で対応することとしておりまして、小学校１校当たり１５０万円。ですから小

学校で３００万円。中学校で３００万円を計上しております。 

  実施箇所につきましては、予算要求時に様々な現場を確認はしておるんですけれども、

さらに学校と協議しまして施行箇所につきましては決定していきたいと考えております。 

  また、学校につきましては、これと並行いたしまして施設全体の現状を把握いたしま

して今後の修繕計画を立案していきたいと考えております。 

  学校給食共同調理場のほうでございますけれども、まずは、サラダなど給食に冷やし

たものを提供するための真空冷却機というものがあるんですけれども、それが施設開設

時、平成１５年に整備されたものでございます。修理をするにも部品がないなどの状況

で十分に機能を発揮することができないというようなことから買換えを予定しておるほ

か、配送に使用しているコンテナというのがあるんですけれども、そのコンテナを購入

すると予定をしてございます。備品購入費といたしまして１，０７８万円を計上させて

いただいております。 

  また、納品された食材を保管するために使用しておりますプレハブ型の冷蔵・冷凍庫

があるんですけれども、これも同じく開設時平成１５年の当時のものでございますので、

十分機能を果たせなくなってきているということで修繕工事などを予定しておりまして、

工事請負費といたしまして４１８万円を計上させていただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 榎木委員。 
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○委員（榎木憲法） 内容を理解いたしました。 

  一貫校が何年先にできるかというのはなかなか決めかねる中で、現校舎施設維持に投

資していくというのはなかなか見極めが難しい状況にあると思うんですけれども、少な

い予算の中でぎりぎりのところを選択されて決められていると思いますので、また今後

も改修施設なんかが出てくると思いますけれども、そのあたりはよくお願いしたいと思

います。本件については以上です。 

  ２つ目です。 

  主要事項調書の４５ページ。 

  小中一貫教育推進事業費ですけれども、私は一貫校を否定する意味合いで質問するん

じゃないんですけれども、今、一旦、経済的な理由で延期されましたと。その中で、今、

こういうことをやっていかなあかんのかなというのがちょっと疑問に思うところなんです。 

  というのは、３年先、５年先になるのか分からないんですけれども、そうなれば人も

変わり時代も変わり背景も変わってとなると、さきにありましたクリエイト会議みたい

な感じで無駄になっていくんじゃないかなという気持ちを持ち合わせているんです。 

  ですから、今やっぱりこういう事業を継続してやっていかなあかんのかなというのが

ちょっと引っかかるところなんですけれども、そのあたりどうなんですかね。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 小中一貫の施設につきましては先延ばしという現状でございま

すので、一体型に伴います環境整備といいますか、例えば通学の関係どうするんだ、校

舎の関係はどうするんだといったハード面、またそれに伴います諸課題につきましては

一体型を前提にした協議になってございますので、協議がなかなか現事情では難しいな

と考えてございます。 

  ただ、小中一貫教育につきましては、先ほど杉浦補佐のほうからもご答弁申し上げま

したように、町内の３小中学校連携して子どもたち９年間を見通した教育を進めるんだ

という視点で常に学校の教職員がともに一つのテーマ、また様々な分野ごとのテーマに

よりまして協議をすることで本町のほうの育てたい子ども像を実現するための取組とい

うのは継続して実施していこうというものでございます。 

○委員長（原田周一） 榎木委員。 

○委員（榎木憲法） 分かりました。 

  主要事項調書の中で書いてある下のほうの教職員向けの戦略・戦術講座を行うという

ふうに書いてあるんですけれども、先ほど言いましたように例えば教職員もまた代わっ
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ていくというようなところにおいてやっぱりこういうことは必要なのかなというような

ところはどうなんですかね。 

  それが１つと、やっぱり戦略・戦術的講座というのはどういうことを言わんとされて

いるのか、その点をちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○委員長（原田周一） 杉浦補佐。 

○学校教育課課長補佐（杉浦 恒） 教職員向け戦略・戦術講座のまず中身についてです

けれども、先ほどお話しいたしました小中一貫教育全体研修会で京都府にありますプロ

サッカーチーム、おこしやす京都ＡＣというチームがございます。そちらの戦術分析官

の龍岡歩氏を講師にお招きし、情報分析に基づく計画立案の重要性について講義をいた

だく予定になっております。 

  具体的に申しますと、このおこしやす京都ＡＣというチームは、２０２１年にプロサ

ッカーリーグの５部に所属しながら日本のトップチームであるサンフレッチェ広島に天

皇杯で勝利を収め、日本サッカー界最大の番狂わせと言われ、メディアの注目を集めた

チームになります。その下部のチームがトップチームに勝利を収めた最大の勝因としま

して、この講義の演目になります情報分析といわれております。この勝利に導いた情報

分析を小中学校の教職員にお伝えいただくことで、学校を取り巻く諸課題の解決につい

て様々な情報を分析して、その分析を基に諸課題の課題解決へとつなげていく、その流

れの重要性や必要性について一層の意識向上を図るということを目的にしております。 

  一番最初に榎木委員からの質問にありました、今この研修が必要なのかということに

つきまして、やはり文化の土壌をしっかりとつくっていくという点では、その文化の土

壌がやはり町の教職員の中に根づいてきますと、人が代わってもその学校、その町の文

化としてあるものを受け入れていくということになっていきますので、やはりそういう

点では、教師が代わるからやらないとかいうよりは１０年先を見据えて今からしっかり

と町としての学校文化の土壌をつくっていくという点では必要であるというふうに考え

ております。 

  以上になります。 

○委員長（原田周一） 榎木委員。 

○委員（榎木憲法） 非常にスパンの長い話になっていくと思うんですけれども、ぶれが

ないようにしっかりとした考え方の下に取り組んでいただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 次に、馬場委員。 
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○委員（馬場 哉） では、引き続きまして、今、榎木委員もおっしゃった４５ページの

小中一貫教育推進事業費ですけれども、令和４年度の主要事項調書では、令和５年度の

調書にはないんですけれども、保護者及び地域住民等の学校運営の参画の促進や連携強

化を図る協働型の地域連携について研究すると。（仮称）維孝館学園地域連携会議の設

置支援というふうに去年度の調書には書いてあるんですけれども、本年度の調書には書

いていないというところら辺です。 

  一貫校でいわゆる併設型の建設が先延ばしになったんですけれども、維孝館学園を中

心とした小中一貫教育は今後とも続けていくということですので、この間協議いただい

たクリエイト会議でありますとか、そういういろんな地域の方々の様々な意見を今後宇

治田原の教育に集約していくときに、大体地域が協働して教育に参画するというふうに

いいますとコミュニティスクール構想があるかと思うんですけれども、それは特にその

構想に関して言えば学校が離れていても別に小中一貫の中でコミュニティスクール構想

というのはできるかとは思うんですけれども。 

  現状はこれまでの一般質問等々の話を聞いていますとクリエイトキャリーもなかなか

進んでいない、地域連携も進んでいないということですけれども、その点、今回調書に

もなくなっていますけれども、今後とも、令和５年度、６年度以後も地域のコミュニテ

ィスクールを、仮称ですけれどもそういうのを年頭においた地域が子どもたちの教育に

携わっていくというそういう考え方について継続していかれるおつもりはないんでしょ

うか。 

○委員長（原田周一） 奥村教育長。 

○教育長（奥村博已） ただいまありました前の話で地域連携会議、コミュニティスクー

ルも含めてでございます。この話につきましては、令和３年度におきまして小中一貫教

育に変わる前、一体型については当初令和６年度にオープンということを開校時期、財

政問題、また当時の社会状況ということで延期をさせていただきました。 

  そこで最終、クリエイト会議の中で仮称でございますが、地域連携会議的なものを組

織してはどうかというふうなことで、令和４年度にはそういった名前を載せていただき

ました。 

  昨年の委員会でも、設置の時期につきましては来年度、またはそれ以降かというよう

なことを説明させていただきましたけれども、これはあくまで一体化に向けての組織と

いうふうに考えていますので、今後、財政面など条件がそろった時点でまたそういった

組織は必要かと考えております。 
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  ただ、小中一貫教育につきましては、当然分離型の中で推進していくということにな

りますが、今でも、先ほどから出ていますように常に小中学校が連携をしまして維孝館

学園の中の学園企画ガイドというようなことでも進めておりますし、その中で教育支援

であったり、人権、または生徒指導、そういったことも部会ごとに研究はしております。

具体的には、先ほどからも出ておりますように教育大の名誉教授によりますと、指導で

あったりまた、学力支援の可否、また、小中の連携、そういったことも順次進めており

ます。 

  委員がおっしゃっています、そういうコミュニティスクールというようなことも今後

進めていくべきでございますが、現在、評議委員会もありますし、また、社会教育の中

では、現在地域学校共同活動ということで、今、諮問をしていますんで、今後それの答

申もあるように聞いておりますんで、そういった段階を受けまして、また令和５年度以

降に先ほど言いました地域連携会議的な組織はつくっていく、そういうような考えを持

っております。以上でございます。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 今、教育長がおっしゃった地域連携会議を今後も継続していくとい

う部分ですが、現状は私が把握しているのは、田原小学校にも評議員さんがいらっしゃ

いますし、宇治田原小学校にも評議員さんがいらっしゃる、繊孝館中学校にも評議員さ

んがいらっしゃる、合計、ちょっと人数は確定していないですが、５人ずつとしても

１５名の評議員さんがいらっしゃいますけれども、そのいわゆる評議員さんを宇治田原

の小中一貫教育の中の維孝館学園を中心とした評議員さん、もちろん人選はしなければ

ならないですけれども、数名で固まっていただいて、それぞれに特に評議員を配置しな

くても維孝館学園の評議員さんという形で、ここに書いてある地域連携について今後と

も継続して研究していっていただくという形であれば、特に学校を一体型にするという

条件なくても、宇治田原の教育をどうすんねんという部分で言うたら、そういうところ

でしっかりと協議していただいて話が進んでいけばコミュニティスクールに移行してい

くと、そういう形もあり得るかと思います。 

  先ほど、杉浦補佐がおっしゃったいわゆる地域が関わる文化というんですかね、伝統

みたいなものという意味で言いますと、宇治田原は小学校の１年生から様々な形で地域

の方々がふるさと学級であるとか順次学年ごとに関わっていただいて、中学校の最終の

中学３年生の時点で毎年実施されているまちづくり学習をトップにして、地域の方々も

それぞれの小学校入ってすぐからずっと関わっていただいています。 
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  そういうところら辺の戦略も、やはりそういう維孝館学園を中心とした評議員数名さ

んでしっかり考えていただいて、小学校入ってからどういう教育をしていって、中学

３年生になって目指す人間像をしっかりと考えていただくような、宇治田原の子どもを

どうするねんというそこをしっかりと、コミュニティスクールを念頭に置いた組織は継

続してぜひやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（原田周一） 奥村教育長。 

○教育長（奥村博已） 今、委員おっしゃいました学校評議員会、もう現在既に維孝館学

園として３校の評議員さんが一緒に会議を持ち、また時間後半は各校に分かれて会議す

るというふうな形式も取っておりますんで、やはり一体型も含めた将来に向けた活動と

いうことで現在進んでおります。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） じゃ、引き続きまして、主要事項調書の４８ページなんですが、高

校生通学費補助金ですけれども、ここはいわゆる補助の中身じゃなくて保護者の方々の

申請のことで少しお聞きしたいんですけれども、私が子どものいるときは確か申請書に

ハンコ押したりして申請を出していたんですけれども、この間、総務のほうでも話進め

ていますけれども押印の廃止をね言うてはるかと思います。 

  今年度からぜひとも保護者の方々の申請に関して、押印の廃止はしはったらええかと

思うんですけれども、いかがですかね。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 押印の廃止につきましては、全町的に廃止できる分は廃止する

という方向で整理をさせていただいてございます。教育委員会におきましても高校生通

学費補助金のみならず様々な申請に際しましての押印につきましては、４月１日から基

本的には省略できるものは省略するという形で整理させていただいているところでござ

います。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） なかなか一足飛びにウェブで申請とか今そういうところら辺までい

かないんですけれども、マイナンバーカードもあることですので、マイナンバーカード

を見せてもらうとかいろんな方法ありますけれども、押印の廃止はぜひどんどん進めて

いっていただいたらなというふうに思います。 

  それから、主要事項調書の５１ページの先端プログラミング教育推進事業費ですけれ
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ども、本年度、小学校６年生が増えたということで、一番下に実施の方法ですが、プロ

グラミング教室運営会社に委託というふうになっていますけれども、例えばでいいです

けれども、どういう教育機関、教室運営会社があるかとか教えていただける範囲でお願

いできますか。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 令和４年度に実施した業者さんにつきましては、ＩＴ ＫｉＤ

Ｓという企業さんでございまして、主にプログラミングについて小中学校、また、大学

等にも授業をされているところでございます。選考に当たりましては複数の企業さんか

らプロポーザル方式で提案をいただきまして内部で選定をさせていただいたところでご

ざいます。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） プロポーザルということでよく分かりました。主要事項調書の

５３ページに学びスイッチオン事業費ということで、これは小学校の低学年で５万円だ

け、上がったる。これもプログラミングやと思うんですけれども、ここはいわゆる運営

会社を利用しはらへんということやと思うんですけれども、５万円ぐらいの事業やった

ら先端プログラミングのほうに入れ込んでしもうて、できることなら同じ教室の運営会

社さんで小学校の低学年も指導していただいたらと思いますけれども、それはどうでし

ょうかね。 

○委員長（原田周一） 岡﨑課長事務代理。 

○社会教育課課長補佐兼社会教育課長事務代理（岡﨑貴子） 今年度まではそういった形

で社会教育の授業として先ほど次長のほうからもありましたけれども、してございまし

た。ただ、その場合ですと、枠のほうが人数が少ない形でやっておりましたので、内容

的にもいいということで、令和５年度から６年生１学年全部の児童を対象にしたらとい

うことで、学校教育の授業のほうに移行という形になりました。 

  今、こちらのほうの５万円の額で残っているほうなんですけれども、今年度も中級に

ついては同じようにＩＴ ＫｉＤＳのほうに委託をしましてやってきたんですけれども、

初級編の低学年、就学前のお子さんを対象に親子で来ていただくプログラミング教室を

開催いたしました。 

  そちらのほうにつきましては、本町の企画財政課のほうのＩＴの担当をしております

係長のほうが講師となりまして、庁舎内の職員が主となって講座を開いたものです。そ

れにつきましても、細かなプログラム、簡単なやつですね、魚を泳がせるというような
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初歩的なプログラミングを子どもたちにしていただいて、楽しみながら学んでいくとい

うような講座をしております。 

  今年それが十分いい感じでできましたので、引き続きまして令和５年度についても同

じような形でやってみたいということで、今回計上させていただいているものになりま

す。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） その点、分かりました。よろしくお願いします。 

  それから、主要事項調書の５４ページなんですが、生涯学習推進事業費の中で、真ん

中より上の枠囲みの中で、読み上げますと、青少年教育で達人が教える外遊び体験教室

と、それから食育教室、それから成人教育になると、大人のクラフト講座、スマートフ

ォン講座というふうになっているんですけれども。 

  私、提案ですが、こういうふうにしたらどうかなという思いで言いますと、高校生、

大学生が受けられるような生涯学習の講座が少し薄いように思うので、その子たちもク

ラフト講座であるとかスマートフォン講座も受けたらええということも言えるかもしれ

ませんけれども、高校生、大学生になるとなかなかそういうところら辺まではいかない

とは思うんですけれども。 

  大学生あたりにキャリア教育してあげられるような、そういうメニューは今後考えて

いかれるつもりはありませんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岡﨑課長事務代理。 

○社会教育課課長補佐兼社会教育課長事務代理（岡﨑貴子） 今、おっしゃったように、

私どもで行っております事業ですけれども、やはり子どもに、特に就学後の子どもさん

に焦点を当てたものであったりとか、親子であったりとか。また成人教育というものに

つきましても、基本は１８歳以上の方を対象にした成人教育というふうにはしているん

ですけれども、どうしても３０代以上、どちらかというとご高齢に近い方が主であった

りということが実情としてございます。 

  メニューとしまして、もう少しまた若い方にもお越しいただけるようなところをとい

うことで今後検討させていただきまして、ぜひとも導入していくような方向でいけたら

と思っております。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 
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○委員（馬場 哉） 分かりました。よろしくお願いします。 

  それから、最後に主要事項調書５５ページの文化芸術公演等開催事業費ですが、これ

は予算額として５６万円払っていまして、予算書を見ますと２７ページの歳入のほうに

総合文化センターホール公演入場チケット売捌料ということで１０２万円ほど上がって

いるんで、これは多分ひもづいていることやと思うんですけれども、単純にこの事業の

入場料というんですかね、１０２万円ぐらいという想定されてはるということなので、

この事業に関して幾らの入場料を頂いて何人ぐらいを来ていただく予定してはるのか、

お願いできますか。 

○委員長（原田周一） 馬場次長。 

○生涯学習推進本部次長（馬場 浩） 文化芸術公演等開催事業費でございますけれども、

このチケットにつきましては入場料が前売りで２，５００円を３５０席、当日

３，０００円で５０席、合計４００席。さきのお話にありましたように、雑入のところ

で１０２万５，０００円の歳入としているところでございます。 

○委員長（原田周一） 馬場次長。 

○委員（馬場 哉） ４００人が満席になるという予定してはると思うので、ぜひ満席に

なるように事前にしっかりとＰＲお願いしたいのと、いつも、コロナ禍の前でこういう

公演があったときには、最後来てくださったタレントさんに町長のほうから名誉町民さ

んでしたっけ、そういうなんか任命みたいな依頼をしてはるかと思うんですけれども、

そこら辺も考えてはりますか、どうですか。 

○委員長（原田周一） 馬場次長。 

○生涯学習推進本部次長（馬場 浩） 名称のほうは友好大使というお名前だったという

ふうに記憶しておりますけれども。新年度につきましても、継続して実施してまいりた

いと考えておるところでございます。 

○委員長（原田周一） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 以上です。ありがとうございました。 

○委員長（原田周一） 次は、森山委員。 

○委員（森山高広） 主要事項調書の５６ページ、図書館ｄｅ多文化コミュニケーション

事業費の一番下のあたりで、外国人住民の図書館利用の促進を図ると書かれていますが、

ちなみに現在の外国人の方の図書館の利用状況があればよろしくお願いします。 

○委員長（原田周一） 馬場次長。 

○生涯学習推進本部次長（馬場 浩） 図書館利用ということでございますけれども、私
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どもが現在把握している外国人の方の図書館の利用者登録として、約１５名ほどの方が

ご登録いただいておるということになってございます。 

○委員長（原田周一） 森山委員。 

○委員（森山高広） 現在、かなり少ないということで、今後、外国語図書とかそういう

のを充実していく予定ですが、外国人の方にどのようにお知らせをしていく予定なんで

しょうか。 

○委員長（原田周一） 馬場次長。 

○生涯学習推進本部次長（馬場 浩） 本事業につきましては、令和４年度から開始をし

た事業でございますけれども、ボードゲームの開催ということをツールに外国人の方と

コミュニケーションを図っていこうという趣旨で開催しておるところでございますけれ

ども、この募集につきましては、広報紙または工業団地等に実務研修生としてお越しい

ただいている外国人の方々の企業に直接出向き、日本語またはベトナム語等のチラシを

配布する中でこのボードゲームへの参加を呼び掛けているところでございます。 

  それにつきましては、新年度におきましても引き続き多くの方が参加いただき、宇治

田原住民、両方とも宇治田原住民ですけれども、宇治田原町として多様なコミュニケー

ションを図っていきたいというふうに考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（原田周一） 森山委員。 

○委員（森山高広） 分かりました。 

  次にいきます。主要事項調書の５１ページです。 

  先端プログラミング教育推進事業費、確か１月やったと思うんですけれども、見せて

いただきまして、中学生がすごい興味を持って授業を受けている姿を見せていただきま

した。 

  あと、これ以外にも主要事項調書５３ページの学びスイッチオン事業費もあります。 

  このような取組はすごい、いいことやと思いますが、ただ、少し問題点として、クラ

スの授業の内容とかが入門中の入門という感じで、ここから生徒さんとかが興味持って

プログラミングをしてみようかなと、例えばＰｙｔｈｏｎ（パイソン）とかしてみよう

かなと思ったとき、Ｓｃｒａｔｃｈ（スクラッチ）とかのギャップがすごいあると思う

んですけれども、その辺、今後例えば社会学習の一環として例えばプログラミングの入

門講座とか中学生以上なら例えば誰でも参加できるような、そういうことをしていって

もいいのではないかなと思うんですが、どうでしょうか。 
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○委員長（原田周一） 岡﨑代理。 

○社会教育課課長補佐兼社会教育課長事務代理（岡﨑貴子） 確かに、初歩中の初歩とい

うお話があったかと思うんですけれども、社会教育の観点からまいりますと、できるだ

け多くの方々にいろいろなものに触れていっていただく機会を提供する。その中で、自

ら生涯学習として学んでいきたいものを、自分に合ったものは何なのかということを見

つけていただくというのが一番の主要なものかなと思っております。 

  そういった観点でいきますと、どうしても継続して次の次のというところまで、なか

なか我々としても手を伸ばせない状況にあるのも事実でございます。 

  ただ、この授業に関しましては、我々としてもまだ取りかかったところでもございま

すので、今後どのような展開がふさわしいのか、また、今回ですと、我々社会教育でや

っていたやつももっと裾野を広げて多くの子どもたちにということで、学校教育のほう

に転換をしていくなどということで、常にどういったやり方がいいのかということで教

育の中でも検討してきているところです。 

  今後も、今いただきましたご意見を基に、どういった方法がいいのかということも含

めて我々の目指すものについても検討していけたらと思います。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） よろしいですか。 

  次に、浅田委員。 

○委員（浅田晃弘） 結構です。すいません。 

○委員長（原田周一） それでは、今西委員。 

○委員（今西利行） そうしましたら、主要事項調書の４５ページ小中一貫教育推進事業

費。 

  先ほど、馬場委員のほうからあったんですが、教育長の答弁で少し気になったのでお

伺いします。 

  これ、小中一貫教育施設調査研究事業に係る最終報告の中で、確か地域と学校がとも

に子どもたちの教育を支援する地域学校共同活動の取組ということで最終まとめられた

と思うんですよ。だから、私は決して一体型どうのこうのじゃなくて、それも含まれて

いるんかもしれないですけれども、その中で出てきたことだと思うんですけれども、そ

こはどうなんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 奥村教育長。 

○教育長（奥村博已） 先ほども申しましたように、クリエイト会議の最終まとめとしま
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しては一体型を、また今回は延期になったけれども最終的には目標としていこうと、そ

のためにはそうした組織もつくっていってほしいなということで、こちらとしては一体

型に向けて、その中に小中一貫教育の充実も含めていこうということで考えております。

以上です。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 私とは認識のずれがあると思うんですけれども、ただ、先ほどのや

りとりのとおり、私も一般質問に取り上げましたが、どういう名称かどういう組織かと

いうのは、今後、維孝館学園が主体になって考えていけばいいわけで、それがコミュニ

ティスクールになるのかとかいうことも含めて考えていただけたらと思いますが、私、

一般質問でも言いましたように、既に地域協働のカリキュラムつくられていますよね、

小学校１年生から中学校３年生までね。それはやっぱり発展させていったら、一貫教育

についてはさらに推し進めていただけたらというふうに私は思っています。 

  そのために、そういう地域連携会議とか、あるいは質問でもしましたけれども、専任

のコーディネーターとか、そんなことも視野に入れて今後も取り組んでいただけたらと

いうふうに思うんですけれども、いかがですか。 

○委員長（原田周一） 奥村教育長。 

○教育長（奥村博已） そのように考えております。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 次の質問にいきます。 

  主要事項調書４８ページ、高校生通学費補助金についてですが、これは私何回も質問

しているんですけれども、これは令和２年８月から課税世帯については所得に関係なく

全額補助から半額になりました。まだまだコロナの影響が残る上、物価の高騰が続く中、

また賃金が上がらない中での通学バス代の負担は大きく、今もいろんな保護者の皆さん

から何とかならんかというふうな声を聞いております。 

  町長は来年度の施政方針においても国、府とともに、宇治田原町ならではの特色のあ

る育みと学びの支援に重点的に取り組むとされております。 

  子育て、学びを応援するためにも全額補助、せめて補助の拡充すべきと考えますが、

そのあたりいかがでしょうか。 

○委員長（原田周一） 西谷町長。 

○町長（西谷信夫） 今までどおり、申し上げましたとおりでございます。 

  一旦は全額ということになりましたけれども、やはり補助を持続可能にしていくとい
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う意味でこういう断腸の思いをもってやらせていただいたことでございますので、その

辺はご理解を願いたいと。ただ、子どもたちに対するやっぱり思いというのは私も強う

ございまして、そういった面ではあらゆる面でやっぱり支援をしていくということが基

本であります。 

  以上でございます。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 今回、医療費については高校卒業まで無償化拡充に取り組んでいた

だきまして、とても親御さんたちは喜んでおられると思います。ぜひとも、高校生通学

費補助金につきましても補助の拡充を今後とも検討していただけたらと思います。 

  次、いきます。 

  ４９ページ、主要事項調書の家庭学習等支援事業費。 

  まず、今も質問があったと思うんですけれども、確認ですが、家庭でのオンライン授

業というふうになっておりますが、これ、全世帯でネット環境が整っていると考えてよ

ろしいんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 杉浦補佐。 

○学校教育課課長補佐（杉浦 恒） 全世帯でネット環境のほうは整っているというふう

に捉えております。 

  また、小中学校でもタブレットを貸与しております。持ち帰りを実施するに当たりま

して、ご家庭でのネット環境に関する調査も行っております。そういう中で、万が一ご

家庭にネット環境がない家庭に関しましては何かしらの補助を行うという形で、このオ

ンラインを使った授業につきましても、これを行うから何かしらご家庭でネット環境を

整えてもらわなければいけないとか必要なご負担をいただくということにはなっており

ませんので、ご理解いただけたらというふうに思います。 

  以上になります。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 先ほどの答弁からありましたように、大変その利用者数が、募集は

全員にかけられるということですが、少なかったということがあるんですが。 

  私、家庭学習を支援すること、もちろん否定するものではないんですが、民間教育機

関に頼るんではなくて、もっと地域の力を借りる方向で別のアプローチを考えてみては

どうかと。ほかの地域でもそういう形で家庭学習支援取り組んでいるところもあります

けれども、そういうお考えはございませんか。 
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○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 様々な形で地域の方のご協力をいただきながら学校教育は実施

させていただいているところでございます。こういった専門的といいますか、より高度

な授業、また、個別の子どもに応じた学習支援ということになりますと、やはりより専

門的な知識、技能を持った方々にお願いするべきやというふうに判断してございますの

で、今回、学習塾といいますか、そういった事業者さんにお願いしておるところでござ

います。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 主要事項調書の５０ページＡＩドリルで学習の基本・意欲・定着推

進事業費のところにありますように、私はＡＩドリルなどを使って基礎的な学力をしっ

かりつけること、これは基礎学力をつけるという意味ではとても大事なことだというよ

うに思うんですが。ただ、私の感想というか、それ以上にこの取組は未来挑戦隊チャレ

ンジャー育成ＰＲＯＪＥＣＴの取組の一環ですね。特に強調されているのが心と体を、

それから考える力をしっかり耕してあげることではないかというふうな形で取り組まれ

ていると思いますので、そういう形の取組を今後検討していただけたらと思います。 

（発言する者あり） 

○委員（今西利行） いえ、だから、できるだけ幅広くいろんな方ができたらＡＩドリル

なんか全員が受けられるわけですよね。ところが、全員募集されるのは分かるんですけ

れども、できるだけ全員の方が受けられるような取組という形にしたらどうかなという

ふうに思っています。 

（発言する者あり） 

○委員（今西利行） 家庭学習のこと言っています。ＡＩドリルについてはそういう取組

でいいと思います。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 先ほど山内委員のご質問にもお答えさせていただきましたよう

に、広く複数回にわたって皆様方に参加してくださいという呼びかけをさせていただい

た結果でございますので、広く参加ということにつきましてはしっかりと取り組ませて

いただいたという自負はございます。 

  以上です。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 繰り返しになりますけれども、私はまた別のアプローチの仕方もあ
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るんじゃないかということで、また今後検討していただけたらと思います。 

○委員長（原田周一） 今西委員、まだありますか。 

○委員（今西利行） まだあります。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） ちょっとページ数には関係ないんですが、物価高騰に直面する保護

者の負担を軽減するためにも、本年度２学期、３学期は給食費を無償化していただきま

した。物価高は今も続いております。ますます生活実態は厳しい状況にもかかわらず、

来年度、これも提案ありましたけれども、給食費については引上げということになりま

すが、今後何の補助もされないということでしょうか。これについてはいかがでしょう

か。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 現時点では、新年度当初予算には経費については計上させてい

ただいておりません。今後、様々な活用できる制度等ございましたら、その際には再度

検討して必要であれば対応していくという考えでございます。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） 分かりました。 

  では、予算書ページ１８、府支出金のところ。 

  ここに府支出金の項目があるんですが、京都府が、これもちょっと文教厚生常任委員

会のほうでも質疑あったんですが、子どもの教育のための総合交付金というので３億円

を京都府が予算化されました。先ほど言いましたけれども、先日、文教厚生常任委員会

においても議論があったところなんですけれども、この対象事例として、教育費負担軽

減の取組として給食費や学習費の保護者負担の軽減も上げられております。新年度予算

については交付額はまだ記載されていませんが、本交付金の目的は地域の実情に応じた

特色ある取組を支援するとされております。宇治田原町としてこの本交付金をどのよう

に活用しようと考えておられるのか、もし考え方あればちょっとお伺いします。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 先日も山城教育局の中でそういうふうなお話がありましたけれ

ども、この制度につきましてはまだ要綱が定まっていないということで、どのような授

業が対象になるのか、また、既に実施している授業の財源を充てるということにつきま

しても対象にならないかもしれない、また、なるかもしれないと。また、内示の時期に

つきましても現時点では何とも言えないというような不確定な要素を現時点では含んで
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おりますので、この場におきましてこの制度、交付金を活用してこういうことをすると

いうことは答弁するのは差し控えさせていただきたいと考えてございます。 

○委員長（原田周一） 今西委員。 

○委員（今西利行） ぜひとも、今申しました給食費とか学習費の保護者負担の軽減に向

けての活用、また検討していただけたらと思いますのでよろしくお願いします。 

○委員長（原田周一） 黒川次長。 

○教育次長（黒川 剛） 繰り返しになりますけれども、現段階におきまして、制度の概

要が分かりませんので、今、今西委員のほうがおっしゃった件につきましては何とも対

応できないということでございます。 

○委員長（原田周一） ほかに質問ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、日程第４、議案第５号に係る教育委

員会所管分の質疑を終わります。 

  これで、各所管分の審査が全て終了いたしました。 

  ここで、現地審査につきまして確認をしたいと思います。既に、下水道施設いうのが

１つ上がっておりますけれども、ほかに何か申入れございませんでしょうか。藤本委員。 

○委員（藤本英樹） 主要事項調書の２６ページ、道路施設長寿命化修繕事業費の現地か、

あと２５ページ、町道新設改良事業費、このいずれどこかが候補じゃないかなと思うん

ですけれども。 

○委員長（原田周一） ありがとうございます。 

  ほかにございませんでしょうか。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） 今、藤本委員から提案のありました主要事項調書の２５ページ、

２６ページにつきましては正副委員長で協議して決めたいと思いますけれども、それで

よろしいでしょうか。 

（「委員長に一任で」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ありがとうございます。 

  ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないですね。 

  ここで、お諮りをいたします。本日の委員会はこの程度にとどめたいと思いますが、
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これにご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） 異議なしと認めます。本日の予算特別委員会はこれにて散会する

ことに決しました。 

  なお、次回は２３日午前１０時から委員会を開きますので、ご参集のほどよろしくお

願いいたします。 

  本日はどうもご苦労さまでございました。 

散  会   午後 ２時３１分 
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